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〇開  議 

   午前９時開議 

◇議長（石内國雄君） 着席願います。おはようございます。ただいまの出席議員は１２名でありま

す。定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。 

                      ◇                   

〇日程第１ 一般質問 

◇議長（石内國雄君） 日程第１、一般質問を行います。 

 ３日に引き続き、順次発言を許します。 

 初めに、１２番新井賢次議員の発言を許します。 

              〔１２番 新井賢次君登壇〕 

◇１２番（新井賢次君） おはようございます。昨夜来の雨も上がって爽やかな空気が気持ちのいい

朝の一般質問、１番バッター、議席番号１２番新井賢次です。 

 まずは、傍聴席の皆さんにお礼を申し上げたいと思います。朝早くお忙しい時間帯にもかかわらず、

お越しいただいて本当にありがとうございます。いつも温かい気持ちで応援していただいていること

に励まされ、感謝しています。昔、小学校の頃、学校の授業参観日に忙しい仕事の合間を見て、家族

の誰かが駆けつけてくれたとき、うれしくていつも以上に頑張ろう、しっかり手を挙げようと、そん

な思いになったことを思い出します。今皆さんのお顔を拝見して、同じような思いで今議場に立って

います。 

 それでは、通告書に従い一般質問を行います。まず１点目、町道の舗装補修工事はどのように計画

され実施されているのか。町民の多くの方から、舗装道路の老朽化に伴う改善要望が寄せられていま

す。従来及び今後の道路の維持管理について伺います。 

 まず１点目、道路舗装補修に関連する主要事業として、道路補修事業、道路舗装修繕計画推進事業

（単独事業）、道路改良事業、社会資本整備総合交付事業との項目が掲げられていますが、おのおの

具体的にどのような手順で計画し、実施されているのか。 

 ２点目、令和４年度に玉村町道路舗装修繕計画改定事業として５８３万円をかけて業務委託をして

います。その事業内容及びその成果はどのように活用されているのか。 

 大きな項目の２点目、玉村町産業祭表彰式についてです。例年実りの秋の１１月に開催される玉村

町産業祭は、そのにぎわいぶりから町の行事を代表する盛大な催しになっています。しかし、残念に

思うのは、当日祭りに先立って役場庁舎内で行われる表彰式において、来賓をはじめ参列者に配られ

るパンフレットの記載内容が不十分であり、不親切ではないかという点であります。従来のパンフレ

ットでは、産業功労賞、産業奨励賞とも受賞者の経歴、経営概況や生産実績、略歴、功績等の記載が

あり、表彰理由が明解でありました。昨年のパンフレットは内容が簡略化され過ぎ、参列者の多くの
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方から「どういう方がどういう理由で表彰されたのか全く分からない」という声がありました。関係

者はもちろん、町民も素直に功績をたたえ、喜びを共有できるように、パンフレットの内容を見直す

必要があると思いますが、どうでしょうか。 

 ３点目、地域活性化起業人（企業人材派遣制度）の活用について。本制度は、三大都市圏に所在す

る企業等の社員が、一定期間、地方自治体において地域独自の魅力や価値の向上、地域経済の活性化

等につながる業務に従事することで、地方自治体と企業が協力して、地方圏への人の流れを創出でき

るよう、総務省として支援を行う取組であります。給与は全部派遣元企業が支払います。総務省は今

年度からさらに要件を緩和するなど、利用しやすい環境を整備して自治体への参加を促しています。

玉村町として、デジタル化推進等に民間のスペシャリスト人材の活用を視野に検討できないか伺いま

す。 

 最後に、４点目、企業版ふるさと納税への取組についてです。玉村町は令和４年度の制度開始以来、

どのように取り組んできたのか、現在までの寄附実績はどうなっているのか。返礼品を伴わずに寄附

を受けられる企業版ふるさと納税による増収は、町の財政に大きく寄与するものであります。今後、

さらに寄附額を増やすために、具体的にどのように取り組もうとしているのか伺います。 

 以上、１回目の質問といたします。 

◇議長（石内國雄君） 町長。 

              〔町長 石川眞男君登壇〕 

◇町長（石川眞男君） おはようございます。それでは、新井賢次議員のご質問にお答えいたします。 

 まず初めに、町道の舗装補修についてお答えいたします。まず、１点目のご質問の道路舗装補修に

関連する主要事業の具体的な手順についてですが、１つ目の道路補修事業につきましては、一般財源

により道路に開いてしまった穴や舗装へのへこみなど、緊急的かつ応急的な補修を行うもののほか、

地区から要望される地区内の生活道路などの舗装の打ち替え工事を実施する事業としており、比較的

小規模で早急に補修しなければならない箇所を中心に工事を実施する事業となります。 

 ２つ目の道路舗装修繕計画推進事業（単独事業）につきましては、令和４年度に改定した玉村町舗

装修繕計画に基づき実施するもので、町内の地区間を結ぶ幹線的な道路や交通量の多い道路、約４５キ

ロメートルについて、舗装の劣化度の調査結果に基づき、おおむね５年で計画的に舗装補修を行う事

業となります。この事業は起債を充当することができますので、１つ目の道路補修事業より財源的に

有利な事業となりますが、舗装修繕計画に記載されていない路線は、この事業で実施することはでき

ません。 

 ３つ目の道路改良事業につきましては、一般財源により地区内の生活道路について、側溝の改修や

新設を伴う道路事業となり、現状よりも道路の幅が広くなる工事等を対象としています。主に地区要

望により実施するものであり、交通量や受益を受ける人が多い道路を優先的に実施しております。 

 ４つ目の社会資本整備総合交付金事業につきましては、現時点では下茂木地内で実施している町道
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１０３号線道路改良事業や上陽小学校南で実施している町道３０４１号線道路改良事業が該当し、国

の採択要件を満たした交付金事業で実施しております。社会資本整備総合交付金事業には、改良工事

だけでなく、舗装補修のメニューもあり、過去には南小学校の南側の町道１０３号線で活用した経緯

がありますが、現在は要件を満たす路線がないため、社会資本整備総合交付金事業を活用した舗装補

修は実施することができません。 

 次に、２点目の令和４年度に業務委託した玉村町道路舗装修繕計画改定事業の事業内容及びその成

果についてですが、事業内容としましては、町内の地区間を結ぶ幹線的な道路や交通量の多い道路、

約４５キロメートルについて、舗装の劣化度の調査を行い、補修が必要な箇所の選定、修繕方法や修

繕時期を検討し、令和５年度から令和９年度までの舗装補修の５か年計画を作成いたしました。これ

により、舗装補修を計画的に実施することができ、損傷などを未然に防ぐことに役立つほか、修繕の

短期的な集中の防止、修繕時期の分散化による予算の平準化、起債の要件を満たすことによる財源確

保、水道管布設替え工事との調整などに効果が現れております。 

 次に、玉村町産業祭表彰式についてお答えいたします。玉村町産業祭の表彰式で配布しております

式典パンフレットでございますが、玉村町産業祭実行委員会の会議で掲載する内容を協議し、毎回実

行委員会が制作しております。ご質問いただきました令和５年度にパンフレットの内容が変更されま

したことに至った経緯でございますが、実行委員会での会議で、委員から、令和４年度までのパンフ

レットの記載内容では、個人情報の記載及び経歴の比較に当たるのではないかというご指摘があった

ため、実行委員会で審議を行いました。その結果、記載内容については、個人に係る情報保護に配慮

することとし、受賞者の経歴等を省くことといたしました。令和６年度のパンフレットの記載内容に

ついては、新井議員のご意見を実行委員会にお伝えいたします。 

 次に、地域活性化起業人（企業人材派遣制度）の活用についてのご質問にお答えいたします。地域

活性化起業人制度につきましては、新井議員のご質問のとおり、総務省が制度化したもので、地域お

こし協力隊制度と同様、地域の活性化と三大都市圏集中化に対しての分散を図ることを目的とし、平

成２６年度より開始され、制度開始当初は１７団体の利用であったものが、令和５年度では４４９団

体が制度を活用し、年々活用団体が増加しております。 

 他自治体の地域活性化起業人制度の活用事例を見ますと、観光分野を中心にデジタル化推進、情報

発信、ふるさと納税寄附額拡大などをミッションとし、民間企業のノウハウを生かし、地域に貢献し

ていただいているようであります。町といたしましても、特別交付税を利用でき、各分野の民間企業

のスペシャリストの力を活用できることはメリットがあると考えております。しかし、受け入れるに

は起業人に全て任せるというわけにはいきませんので、町の明確なビジョンと一緒に活動する町職員

がいなければ無駄になってしまいます。現在、玉村町では２名の地域おこし協力隊を活用し、移住促

進と重田家住宅の活用のため活動しています。町して、まずはその２名の隊員と一緒に活動していく

ことが優先と考えますが、取り組むべき課題に対してご活躍いただける適任の方がいらっしゃいまし
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たら、活用を考えていきたいと思っております。 

 次に、企業版ふるさと納税への取組についてのご質問にお答えします。議員おっしゃるとおり、町

では令和４年度から企業版ふるさと納税に取り組んでおります。企業版ふるさと納税では、各自治体

で作成する地域再生計画に基づき、新規事業または拡大する事業に対するプロジェクトを作成し、そ

のプロジェクトへ寄附をいただくこととなっております。令和４年度につきましては、まず地域再生

計画に基づいたプロジェクトを作成し、その後、ホームページによる寄附募集、町内に本社はないが

支店がある企業へのアプローチなどを行ってきました。その結果、２社１１０万円の寄附があり、寄

附金はフードバンク事業と重田家住宅活用事業に使用させていただきました。 

 令和５年度につきましては、令和４年度と同様、プロジェクトの精査や企業へのアプローチを行う

とともに、大規模都市圏の企業で玉村町の情報が収集できないような企業にもアプローチできるよう、

自治体と企業のマッチングを行う中間事業者と契約し、寄附が広げられる環境を整備いたしました。

また、重田家住宅の活用については、生涯学習課でも多くの企業を訪問し、その結果、４社８０万円

の寄附をいただくことができました。 

 今後、さらに寄附額を増やすためには、包括連携協定等を締結している企業など、町と関わりがあ

る企業へアプローチを地道に続けていくことが必要だと考えます。もちろん、トップセールスも必要

だと考えております。 

 また、企業側の寄附用途とマッチングするプロジェクトがないと寄附を検討していてもできない状

況があるかと思いますので、プロジェクト数を増やすことと同時に、プロジェクトのブラッシュアッ

プも行っていきたいと考えております。ただし、企業版ふるさと納税の税制優遇制度は令和７年３月

３１日までが期限となっておりますが、制度が延長されるかどうかはまだ国からの方針が出ておりま

せん。もし制度が延長されないとなると、企業側のメリットが少なくなり、納税をしづらくなること

が想定されますので、いずれにしましても国の状況を注視しながら、町の事業に共感していただける

多くの企業を着実に探していきたいと思っております。 

◇議長（石内國雄君） １２番新井賢次議員。 

              〔１２番 新井賢次君発言〕 

◇１２番（新井賢次君） それでは、自席にて２回目の質問をさせていただきます。 

 最初の道路の舗装補修についてですが、玉村町は駅がありません。車社会ということで、道路状況

のよしあしは町の印象に大きく影響します。玉村町として最優先、最重要な課題であると、そういう

認識を持っております。 

 そんな中で、当然町民の関心が高いわけですが、昨年の９月、令和５年度に行った町民の重要度満

足度調査、その中の自由記述意見というページがあります。施策項目の３０項目中、公共交通に関す

る質疑が２９件ということで一番多くて、２番目に１６件でこの道路に関する要望がありました。上

陽地区の道路の整備、あちこちに穴が開いていて通るのが不安な箇所があります。自宅近くの道路、
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町道、アスファルトが剥がれ凸凹、各班長、区長さんに聞き取り等をして早く補修していただきたい。

自営で介護タクシーを営んでおりますが、道路、町道があちこちで老朽化しており、業務に支障があ

ります。予算のめどがつけば補修していただきたいです。町内の道路がぼこぼこの穴だらけで車で走

りづらいです。高崎市在住の知人に玉村の道路は走りづらいと言われましたと、こんな意見がそのペ

ージに書かれておりました。 

 そこで、先ほどの道路補修事業の中で町民からの要望ということについて対応しているというお話

がありましたが、現在までのいろんな状況の中で、どういう形で役場に対して町民の要望が届いて、

それに対する対応はどんな形で進め、どの程度進んでいるのか、ちょっと具体的に説明をお願いしま

す。 

◇議長（石内國雄君） 都市建設課長。 

              〔都市建設課長 原田英樹君発言〕 

◇都市建設課長（原田英樹君） お答えいたします。 

 私のほうも満足度調査はよく確認をさせていただいています。昨年度、令和５年度の都市建設課に

関する区からの要望につきましては、全件数で５７件ございました。うち道路に関するものについて

は２８件、対応済みについては１６件となっております。こちらのほう、その区への説明につきまし

ては、２月、また３月に実施される区長会でその年度についての対応状況を報告させていただいてい

ます。 

 以上です。 

◇議長（石内國雄君） １２番新井賢次議員。 

              〔１２番 新井賢次君発言〕 

◇１２番（新井賢次君） そういうことを踏まえて、今年度、令和６年度の予算が組まれているのか

と思います。先ほど４項目について説明をいただきましたが、今回は、最後４つ目の社会資本整備で

すか、それに対する予算は該当しないので含んでいないということでしたが、道路補修事業、それか

ら、道路舗装修繕計画推進事業、それから道路改良事業ということの３点がありますが、この町民の

要望に対して関連する部分として、１番の道路補修事業とそれから道路改良事業の項目がメインにな

るのかと思いますが、１番の道路補修事業について、具体的に予算の説明の中では会計年度任用職員

の４３６万円、それから調査委託料７９万８，０００円、補修工事費２，２００万円、原材料費４００万

ということで計上してあるのですが、この内容を具体的に作業日数等を含めて教えてください。 

◇議長（石内國雄君） 都市建設課長。 

              〔都市建設課長 原田英樹君発言〕 

◇都市建設課長（原田英樹君） お答えいたします。 

 道路補修事業につきましては、令和６年度の予算で３，１５３万６，０００円となっております。

こちらにつきましてはパートタイム会計年度任用職員４３６万２，０００円となっておりまして、会
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計年度任用職員を２名雇っています。週４日、道路パトロールまたは穴埋めをやっております。ただ、

今の時期から夏場に関しましては除草のほうが多くなってしまって、そちらに追われてしまっていま

すが、道路パトロール等を実際行っております。 

 また、調査委託料としまして７９万８，０００円の予算をいただいていまして、こちらはＦＷＤ調

査というもので、道路のたわみ具合を測る専用の車がございまして、フォーリング・ウェイトという

ことでおもりを落として、その跳ね返りなどを調べて、どのくらい道路が傷んでいるか、どのくらい

の厚みで舗装すればいいかというような調査を行います。また、補修工事費としましては２，２００万

円、こちらは当初予算では３路線について工事を行う予定となっております。また、原材料費４００万

円ということで、町全体を９つのエリアに分けまして、先ほどの会計年度任用職員ではできない大き

な舗装、そういったものの修繕について業者委託をしてやっております。また、先ほどの会計年度任

用職員が直接やる原材料費についてもこちらに計上されております。 

 あと、道路改良事業につきましては今年度の予算が２，７５２万４，０００円、こちらにつきまし

ては、東部工業団地の旧国道３５４号から太陽誘電の駐車場のほうに入るところ、こちらについて渋

滞が多いものですから、そちらの交差点改良の設計が４３８万９，０００円、工事請負費としまして

は２，０００万円ありまして、こちらは先ほどの補修ではなくて道路の幅が広くなるようなもので改

良事業ということで、こちらにつきましても当初予算では３路線を計上させていただいてあります。 

 以上です。 

◇議長（石内國雄君） １２番新井賢次議員。 

              〔１２番 新井賢次君発言〕 

◇１２番（新井賢次君） ２番目の道路舗装修繕計画推進事業、単独事業ということですが、こちら

は１億２，３１０万円予算計上してありまして、前年度に比べて９，３００万円増えています。この

内訳、大幅に増額した予算措置はどうなっていますか。 

◇議長（石内國雄君） 都市建設課長。 

              〔都市建設課長 原田英樹君発言〕 

◇都市建設課長（原田英樹君） 令和５年度につきましては３，０００万円で、今年度につきまして

は１億２，３１０万円です。大幅に増額しておりますのは、こちらが公共施設等適正管理推進事業債

というものが使える事業なのですけれども、昨年度はその条件に合わなかったものですから、全くの

町の単独費でしたので３，０００万円ほどで抑えさせていただきまして、今年度につきましてはその

起債事業の条件を満たすため、財政的に有利な条件となりましたので、増額をさせていただきまして、

そちらで事業を進めるような形となっております。 

 以上です。 

◇議長（石内國雄君） １２番新井賢次議員。 

              〔１２番 新井賢次君発言〕 
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◇１２番（新井賢次君） 先ほど町債の起債ということで、これは工事費のどのくらいが起債可能な

のでしょうか。 

 それから、それに伴って交付税措置がされるということですが、こちらはどのくらいされる見込み

なのでしょうか。 

◇議長（石内國雄君） 都市建設課長。 

              〔都市建設課長 原田英樹君発言〕 

◇都市建設課長（原田英樹君） 起債のほうが約９０％となっております。交付税措置で３０％から

５０％くらいというふうに聞いております。 

 以上です。 

◇議長（石内國雄君） １２番新井賢次議員。 

              〔１２番 新井賢次君発言〕 

◇１２番（新井賢次君） いずれにしても、道路の補修ということに関しては年間を通してこれから

もずっと続いていく大事な事業かと思います。その中で交付金をいかに多く活用できるかということ

が町にとって非常に重要な課題になるのだろうと思います。町の財政係と連携を密にして、ぜひ今ま

で以上の予算を確保した上で進めていただきたいと、そういうふうに思います。 

 それでは、２点目の玉村町道路舗装修繕計画についてお伺いします。今回の道路舗装の長寿命化、

それから事後保全型管理から予防保全的な修繕を進めるための資料としてこういう検討をされたと、

こういうふうに聞いていますが、その成果としてどんな結果が得られたのか、お願いします。 

◇議長（石内國雄君） 都市建設課長。 

              〔都市建設課長 原田英樹君発言〕 

◇都市建設課長（原田英樹君） お答えいたします。 

 事後保全型管理と予防保全的な修繕というのがございまして、事後保全型管理というものは事後で

すので、悪くなってからその都度修繕をすると、予防保全というのは計画的に行っていくというもの

になります。悪くなってからその都度修繕するよりも、計画的に、またこの調査に基づいてアスファ

ルトの例えば下の路盤から直すのが必要だとか、そういった調査結果が出た場合に、その道路に合っ

た修繕を行ったほうが長期的に見ると長寿命化が図られまして、費用が抑えられるという成果が上が

っております。 

 以上です。 

◇議長（石内國雄君） １２番新井賢次議員。 

              〔１２番 新井賢次君発言〕 

◇１２番（新井賢次君） 令和４年度に５８３万円をかけて業務委託をしてこの事業を行ったという

ことですが、従来の計画、作業と今回の進め方の違いってあったのでしょうか。 

◇議長（石内國雄君） 都市建設課長。 
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              〔都市建設課長 原田英樹君発言〕 

◇都市建設課長（原田英樹君） 今回の計画につきましては２回目の改定ということになります。前

回計画では職員が目視によって傷み具合というものを判断していたのですが、起債等をする関係もあ

りまして、より客観的なデータが必要ということで、今回は業務委託をしまして、専門の車で路面性

状調査というものを、実施しております。 

 以上です。 

◇議長（石内國雄君） １２番新井賢次議員。 

              〔１２番 新井賢次君発言〕 

◇１２番（新井賢次君） 専門の車ということで路面性状測定車というのを使ったと、こういうこと

ですが、これを使うことによって判明した舗装の課題というものはどんなものだったのか伺います。 

◇議長（石内國雄君） 都市建設課長。 

              〔都市建設課長 原田英樹君発言〕 

◇都市建設課長（原田英樹君） お答えいたします。 

 路面性状調査を行いまして課題がありました。今回４５キロの路面性状調査を行ったわけなのです

が、そのうち１６キロ、約３５％について早急に補修のほうが必要と。また、道路の状況としてはひ

び割れが多い、ひび割れが多い路線のうち損傷レベルが大きいものについては、多い割合を占めてい

るということが分かりました。 

 以上です。 

◇議長（石内國雄君） １２番新井賢次議員。 

              〔１２番 新井賢次君発言〕 

◇１２番（新井賢次君） その結果を踏まえた中で、長寿命化を意識して予防保全型の管理方法を検

討したと、これからは年間の補修予算を１億円ということで平準化したいと、こういう説明が資料の

中でありました。その補修工法の中で路上路盤、それから切削オーバーレイ、それからシールという

ことで３つの項目が区分けして計上してあったのですが、この内容は具体的にどういう工事内容なの

でしょうか。 

◇議長（石内國雄君） 都市建設課長。 

              〔都市建設課長 原田英樹君発言〕 

◇都市建設課長（原田英樹君） お答えいたします。 

 路上路盤につきましては、アスファルトの下にそのアスファルトを支える路盤というものがござい

ますので、そちらのほうから改良するのが路上路盤となります。切削オーバーレイにつきましては、

路盤改良はせずに、表面のアスファルトだけを一旦剥がして、再度アスファルトを舗装し直すと。シ

ール工法というのは、道路のひび割れ部分について補修材を注入するというような工法となっており

ます。 
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 以上です。 

◇議長（石内國雄君） １２番新井賢次議員。 

              〔１２番 新井賢次君発言〕 

◇１２番（新井賢次君） 一番先に申し上げた町民からの要望に関しては、今の３つの工法の中でど

んな感じで区分けされるというか、どんなものなのでしょうか。 

◇議長（石内國雄君） 都市建設課長。 

              〔都市建設課長 原田英樹君発言〕 

◇都市建設課長（原田英樹君） そのために、その路線についてどういった工法がいいのかというこ

とでＦＷＤ調査というものを行いまして、例えばアスファルトだけ、表面だけ直すと何年かするとま

た凸凹になってしまうとか、下の元の路盤が悪いと、車が走って交通量が多かったりすると壊れやす

くなりますので、そのＦＷＤ調査の結果を基にその路線に合った工法のほうを使用しております。 

 以上です。 

◇議長（石内國雄君） １２番新井賢次議員。 

              〔１２番 新井賢次君発言〕 

◇１２番（新井賢次君） もう一点、道路の区分で１級町道、２級町道、その他町道とこうあるので

すが、これの区分けする意味、それから基準はどんなふうになっているのか。それから、維持管理上

でこの区分けによる差というのはあるのでしょうか。 

◇議長（石内國雄君） 都市建設課長。 

              〔都市建設課長 原田英樹君発言〕 

◇都市建設課長（原田英樹君） 町道につきましては１級路線、２級路線、その他路線というふうに

分けておりますが、１級路線については、国道、県道をつなぐようなメインとなる路線となります。

２級路線につきましては、１級路線に準ずる路線として、１級路線を補完するような役割の路線と。

その他路線というものは生活路線、住民の方が生活する上で使用するような路線となっております。

特に維持管理の仕方については違うということはございません。 

 以上です。 

◇議長（石内國雄君） １２番新井賢次議員。 

              〔１２番 新井賢次君発言〕 

◇１２番（新井賢次君） 参考に教えていただきたいのですが、玉村町には町道のほか、要するに国

道と県道の延長距離ってどのくらいあるのでしょうか。 

◇議長（石内國雄君） 都市建設課長。 

              〔都市建設課長 原田英樹君発言〕 

◇都市建設課長（原田英樹君） お答えいたします。 

 玉村町にあります国道、県道の延長距離ということなのですけれども、国道につきましては今現在



－76－ 

国道３５４号がございまして、こちら玉村町管内ですと５.５キロございます。県道については、主要

地方道高崎伊勢崎線、藤岡大胡線、前橋玉村線、県道綿貫篠塚線、こちらがございまして、こちらの

延長については２０.１５キロとなります。また、サイクリングロードも県道となりまして、そちらに

つきましては４.２キロメートルほど玉村町管内ではございます。 

 以上です。 

◇議長（石内國雄君） １２番新井賢次議員。 

              〔１２番 新井賢次君発言〕 

◇１２番（新井賢次君） ありがとうございます。 

 それで、あと道路の凸凹の割合というか、その性状検査をした中の項目の１つで、わだち割れとい

う項目がありました。要するに車の車輪等によってへこんでいる部分だと、こういう説明があるので

すが、わだち割れの大きな現象だと思われる箇所の一例を挙げて、それに対してどう対応するのかに

ついて伺いたいと思います。２１６号線、南小学校の敷地西面を南北に走る道路です。先ほどの区分

けで言うと２級道路となっている道路なのですが、排水路、農業用水路かと思うのですが、その道路

際が極端に下がっているのです。１０センチくらい下がっていると。どうも重量車両が長年というか、

長い間駐車していた影響かなと思うのですが、排水側溝そのものが内側に１０センチくらい倒れてい

るという状況です。これは前にもお話ししまして、現状は単管のバリケードで応急措置がしてあるの

ですが、今度はさらにその先に、多分また大型トラックが止まっているのかもしれませんが、新たに

その延長線上にやはりくぼみが発生しています。これについて今後どうされるのか伺います。 

◇議長（石内國雄君） 経済産業課長。 

              〔経済産業課長 平野敏行君発言〕 

◇経済産業課長（平野敏行君） ご質問いただきました内容についてお答えいたします。 

 ご指摘いただきました区間につきましては、おっしゃられたとおりここに農業用水路がございます。

こちらにつきましては、道路からの土圧によって水路が押されまして、それに伴いまして破損した箇

所がこの路線についてはございます。現地を確認しましたところ、破損がひどい箇所につきましては、

約３０メートル区間ございました。こちらにつきましては、本年度、皆さんのご承認をいただきまし

て、９月補正等で予算措置ができれば緊急工事としていわゆる水が入らない時期から施工をできれば

と考えております。 

 それ以外の区間につきましては、延長大体全体的に約３５０メートルくらいございます。この路線

につきましてはかなり延長が長いということと、財源的にかなり経費がかかるということもございま

すので、群馬県にございます小規模農村整備事業、まずこちらのほうの交付金事業としてのせること

が可能かどうか、そういったところの検討を踏まえまして、県の交付金を活用した事業ができるかと

いうところも含めて検討したいと思います。 

 ただ、ここにつきましてはかなり延長がございますので、一気にこの３５０メートル全てができる
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という形ではなかなか難しいと思いますので、交差点ごとに区切るか、あとは１００メートルごとに

区切るか何工区かに分けて、何年度かに分けて施工という形になることが予想されます。 

 以上です。 

◇議長（石内國雄君） １２番新井賢次議員。 

              〔１２番 新井賢次君発言〕 

◇１２番（新井賢次君） できるだけ早く、現状のままということではなくて改修、改善していただ

きたいと思います。 

 いずれにしても、一番最初に申し上げたとおり、玉村町の道路、そのよしあしは町の印象に大きく

関わると思います。町長がいつもおっしゃっている「暮らすなら、ここがいい。」と、町に対しての

第一印象という意味では非常に重要な課題かと思いますので、できるだけいろんな場面で交付金の活

用等を考えて、町の財政負担をできるだけ少ない状況でこの事業を行っていただきたいなと思います。

町長一言お願いできますか。 

◇議長（石内國雄君） 町長。 

              〔町長 石川眞男君発言〕 

◇町長（石川眞男君） そのように思っています。走っていて、ここもちょっと問題かなというとこ

ろはありますので、町のほうで把握した上で計画的に補修していきたいと思っています。 

◇議長（石内國雄君） １２番新井賢次議員。 

              〔１２番 新井賢次君発言〕 

◇１２番（新井賢次君） よろしくお願いします。 

 それでは、２点目の玉村町産業祭の表彰式について伺います。先ほどパンフレットを簡略化したこ

とについて説明がありました。ただ、去年が３９回なのですが、それ以前の当日の朝に配られる資料

は玉村町産業祭と、こういうタイトルの資料でした。昨年は玉村町産業祭表彰式と、こういう資料な

のです。要するに表彰式であることを徹底しているというか、明確にしてお配りしているのです。こ

の中身を見ますと、表彰されている方は、要するに農業部門か、それから商工業部門かは分かるので

すが、あとはお名前と括弧して地区だけなのです。これだけでこの方が何で表彰されたのだろうと、

全く分かりません。私も当日出席してもちろん分からなかったので、周りの人に聞いたのだけれども、

分からないと、この選考委員会に町はどなたが参加しているのですか。 

◇議長（石内國雄君） 経済産業課長。 

              〔経済産業課長 平野敏行君発言〕 

◇経済産業課長（平野敏行君） お答えいたします。 

 まず、こちらの表彰につきましては、農業部門と商工業部門に分かれております。まず、農業部門

につきましては選考委員８名おりまして、そこの中に町長、副町長を含めまして農業委員会、ＪＡ佐

波伊勢崎、伊勢崎地区農業指導センターの代表者などで構成されております。 
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 商工業部門につきましては、町長、副町長と商工会、それから玉村町金融団の代表者で構成されて

いる選考委員会となっております。 

 以上です。 

◇議長（石内國雄君） １２番新井賢次議員。 

              〔１２番 新井賢次君発言〕 

◇１２番（新井賢次君） 当日、来賓で出席していただいている方はどんなメンバーなのでしょうか。 

◇議長（石内國雄君） 経済産業課長。 

              〔経済産業課長 平野敏行君発言〕 

◇経済産業課長（平野敏行君） お答えいたします。 

 来賓者の方なのですが、地元が選挙区になっている国会議員さんをはじめ県会議員さん、町の議長

さん、伊勢崎市の商工会の会頭、それから交流都市でございます昭和村、茨城町、山ノ内町などの首

長さん、それからそれに関連する議長さん、それから県立女子大学の学長さん、ＪＡ組合長など全て

含めて１０名参加していただいております。 

 そのほか招待者としましては、町の議員の皆様、農業委員会、区長会、ＪＡ役員をはじめ商工会関

係者、それからライオンズクラブ、社会福祉協議会などの代表の方合計３８名の方に参加していただ

いております。 

 以上です。 

◇議長（石内國雄君） １２番新井賢次議員。 

              〔１２番 新井賢次君発言〕 

◇１２番（新井賢次君） 特に例えば友好交流都市で昭和村とか茨城町とか山ノ内町、そういう方も

お見えかと思いますが、そういう方に対して事前にこういう方が表彰されるというようなことを事前

に何か説明みたいなことはされているのですか。 

◇議長（石内國雄君） 経済産業課長。 

              〔経済産業課長 平野敏行君発言〕 

◇経済産業課長（平野敏行君） 事前に式典のご案内は通知させていただいているのですが、その通

知の中にどなたがこういうことで表彰されますという事前のお知らせはしておりません。功労賞、そ

れから奨励賞の方々の周知につきましては、式典当日にお名前とあと選考委員会の選考報告がござい

まして、そちらのほうで選考経緯については来場者の皆さんにお伝えしている経緯がございます。 

 以上です。 

◇議長（石内國雄君） １２番新井賢次議員。 

              〔１２番 新井賢次君発言〕 

◇１２番（新井賢次君） その選考経緯について、当日の説明も具体的な説明は何もなかったと思い

ます。ですから、その場所に出席している方のほとんどがどういう方がどういう理由で表彰されたか
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ということを多分理解できていないと、そういうふうに思います。私、せっかく表彰式をするという

ことの意味がそのためになくなっているのではないかと思うのです。表彰される方はそれなりに立派

な功績があって、誇れる仕事をされているわけです。それで、ご本人も自分がやってきたことを皆さ

んに分かってもらうことが喜びであるはずなのです。それで、現状では、本人もそれから周りの人も

本当にみんなで一緒に祝福するというか、よかったね、喜び合うような雰囲気になっていないのでは

ないかと思うのです。ですから、町としてまず表彰式をする意義、目的、これについて何のために行

っているのか、その目的は果たせているのかという点についてどうお考えでしょうか。 

◇議長（石内國雄君） 経済産業課長。 

              〔経済産業課長 平野敏行君発言〕 

◇経済産業課長（平野敏行君） お答えいたします。 

 表彰式の目的、意義につきましては、町内商工業あるいは農業の模範となって様々な事業の発展、

振興に貢献した方を表彰することで、この業績を広く皆さんにお知らせするとともに、商工業それか

ら農業の振興に資すること、そういった目的となっております。この観点から見ますと、その後、被

表彰者の方につきましては広報等でこういう方が表彰されましたという周知はしているものの、なか

なかその功績、そういったものにつきましては掲載等をしていなかったこともございますので、その

点について果たして十分に町民の皆様にこういった方でこういうことで頑張っているよというところ

が十分伝わっているかどうかというところは、何ともちょっと判断しがたい部分がございます。 

 ただ、これにつきましては町とはまた別組織の実行委員会のほうでいろいろ審議していただいてい

る状況でございますので、今回ご意見いただいたことにつきましては、きちんと実行委員会にお伝え

したいと思っております。 

 以上です。 

◇議長（石内國雄君） １２番新井賢次議員。 

              〔１２番 新井賢次君発言〕 

◇１２番（新井賢次君） 表彰された功績は町民の皆さんに伝わっていると判断がしかねると、分か

らないと、こういうお話ですが、間違いなく伝わっていないと思います。 

 それで、選考委員会に任せると、こういうことがあったことを伝えるということですが、町として

本当にそれでいいのかどうか、私がこちらでこういう話をしたことだけを選考委員会に伝えていただ

くのではなくて、町としてこうしたらどうだという意味の選考委員会の中で発言をしていただきたい

と、こう思うのですが、町長どうでしょうか。 

◇議長（石内國雄君） 町長。 

              〔町長 石川眞男君発言〕 

◇町長（石川眞男君） 今、平野課長が述べたとおりですけれども、要するにいろんな形での功績を

たたえ、そしてそこを皆さんで共有するということだと思います。中には経歴を書いて、経歴が長々
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とある人と非常にさっぱりしてしまっている人とか、今度は個人情報とかその経歴の格差になって比

較になってしまうのではないかというそういうところから議論が始まったようです。その中でも、今

度は、ではその理由というところをしっかりある程度載せていったほうが、本当にこの人の功績を皆

さんが共有し、そしてたたえるのだということにはなると思いますので、そういう面も踏まえながら

対応していくような形になるかと思います。 

◇議長（石内國雄君） １２番新井賢次議員。 

              〔１２番 新井賢次君発言〕 

◇１２番（新井賢次君） 今年の県の総合表彰も５月３日に行われました。上毛新聞の１面を使って

各分野で長年にわたって公共福祉のために尽力した個人と団体をたたえる制度ということで１２４人、

２団体が選ばれました。そちらでも経歴等を含めて詳細に記述してあります。ですから、もちろん個

人情報で制約される部分はあるかもしれませんが、功績、これはいい話ですから、できるだけ公表し

ていただいて、みんなで一緒にお祝いできる、そんなことにしたいなと思いますので、ぜひよろしく

お願いします。 

 では、次の地域活性化起業人の活用についてお伺いします。こちらは２０１４年から始まっていま

して、今まで玉村町として制度活用を検討したことがあるのかどうか。現状、なぜ今の状況なのかに

ついて説明をお願いします。 

◇議長（石内國雄君） 企画課長。 

              〔企画課長 関根伸行君発言〕 

◇企画課長（関根伸行君） お答えいたします。 

 これまでに制度の活用を検討したことがあるのかというような話だと思いますけれども、より専門

的な知識や経験を持った人材の活用という点、この起業人、もちろんメリットはあるとは思いますけ

れども、この制度を使って、ではどんな課題に取り組むかといったときに、その勤務体系と財源を踏

まえた上で、現在２名の地域おこし協力隊員のほうが活躍していると思いますけれども、そちらのほ

うを優先して活用してきたということでございます。 

 地域活性化起業人の勤務体系といたしましては、派遣期間中の受入れ自治体の開庁日の半分を超え

た勤務でよい、言い換えれば１年のうち半年間の勤務でよいということ、また月の半分でよいという

こと、これに加えてその給与につきましては、派遣元の企業が支払うということにはなっております

けれども、実際は、その派遣元の企業との協定内容、企業とのマッチング内容によりまして、これら

を含めた様々な条件を踏まえまして、町が特別交付税を国からもらった上で派遣元の企業に支払うこ

ととなります。その協定内容によりましては、町の持ち出しにつきましても多分にあり得るというこ

とになっております。 

 実際には、地域活性化起業人に１人に対して上限６６０万円の特別交付税が措置されるところ、地

域おこし協力隊につきましては７２０万円の措置、さらに、より専門的な高いスキルを持った人材、
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豊富な社会経験を積んだ人材に対しましては１００万円の加算があるという有利な点もございまして、

また地域おこし協力隊につきましては、職員と同じように毎日勤務していただき、地域の課題解決に

向けて活動していただけるというメリットもあるということになっております。 

 いずれにいたしましても、国や県の様々な補助制度がある中で、そういった補助制度は何か町とし

て取り組むべき課題があるときに、その手段として活用するものでありまして、その補助金を使うこ

と自体が目的になってしまったとしましたら、職員もたくさんの仕事を抱えていますので、本末転倒

となってしまいます。企画課といたしましては、各課で何か取り組むべき課題があったとして、その

ためにはより専門的な知識と経験を持った人材が必要だ、何かいい方法はないかといった場合には、

地域おこし協力隊の活用はもちろん、地域活性化起業人制度もありますよということで、その活用を

各課のほうに紹介し促していきたいとは考えているところでございます。 

 以上です。 

◇議長（石内國雄君） １２番新井賢次議員。 

              〔１２番 新井賢次君発言〕 

◇１２番（新井賢次君） 地域活性化起業人ということで新しい提案を私としてさせていただいたの

ですが、実は次の項目の企業版ふるさと納税もそうなのですが、玉村町として企業版ふるさと納税は

よその自治体に比べてスタートが遅かったと、率直にこう思います。それで、この地域活性化起業人

も２０１４年から始まっていて徐々に増えていると、先ほど説明もありましたが、全国で４４９の自

治体が今活用を始めているということで、全体の４分の１強の自治体が今取組を始めているわけです。

なおかつ、この場になって総務省が大幅に緩和をしてきたということで、いろいろ今、先ほど難しい

点もあったと、積極的にできない理由も伺いましたが、ぜひ勉強していただきたいと。総務省はこれ

からなお一層、秋頃までの間に三大都市圏の約５万社を対象に個別の広報を行う、参加者や参加企業

をさらに広げたい考えだということで、これは今年の４月の読売新聞ですが、総務省が今からさらに

力を入れてこの事業を進めたいとこう思っているわけです。ですから、難しさがあるにしてもぜひ真

剣に考えていただいて、チャンスがないかどうか。それから、今般、町としてデジタル化についてど

う進めていくかというのがあったかと思いますが、福岡県の大川市ではＬＩＮＥデジタル総合窓口、

それから市民向けのデジタル体験会、そんなことをこの起業人を使って成功事例として紹介されてい

る記事もあります。ぜひ利用する価値がないかどうかについて、皆さんで一緒に検討していただいて、

少しでもあれば参加、これは別に計画が認可されるものではないので、やろうと思えばマッチングで

きればいつでもできる話なので、ぜひ取り組んでいただきたいと、こういうことをお願いします。 

 それでは、最後になりますが、企業版ふるさと納税の取組について伺います。今もちょっとお話し

しましたが、企業版ふるさと納税は群馬県内の企業版ふるさと納税を活用した企業から県内自治体、

県と２５市町村への２０２０年度の寄附額は前年比の１.５倍の総額２６億２，９００万円、寄附件数

は３５％増の２７４件で、いずれも制度が始まった１６年度以降で最も多かったと。地域と縁の深い



－82－ 

企業の大型寄附が目立った。制度が定着して関心が高まり、企業と自治体のマッチングが進んだため

と見られる。県の戦略企画課は、寄附の増加について企業にとって意義があることとして、制度の理

解が進んだのではないかと分析すると、こうあります。 

 役場からの先ほどの話もありましたが、この企業版ふるさと納税制度は６年度末ということで、来

年の３月３１日までの期限になっています。多分、今でも利用がどんどん増えているという状況の中

で、また国は延長するのではないかと、こんな期待もあるのですが、現状、玉村町は令和５年度、例

えば５００万円を見込んでいたのですが、結果的に４００万円を減額補正しました。令和６年度の予

算についても、奨励事業として３３万２，０００円を計上していますが、寄附金の目標額は２５０万

円です。その中で企業版ふるさと納税を推進するための民間企業とのマッチング業務を委託し、寄附

企業の新規開拓と民間資本による財源確保を図り、地域創生課題の解決を推進するというのがその部

分に対する事業概要の説明でした。 

 令和５年度の総務経済常任委員会の政策提言でも、返礼品を伴わず寄附を受けられる企業版ふるさ

と納税により注力することと、こういう提言をさせていただいています。その回答は、「企業にとっ

ても法人税等の節減、軽減効果のある制度であることから、寄附対象事業を担当する課と連携して企

業への積極的な周知に努めてまいります。また、今年度から導入した民間の支援プラットフォームを

利用することで、これまで接点のなかった企業からの寄附受入れに向けた取組も行ってまいります」

と、こうあります。この支援プラットフォームが今までどんな形の作業をしてきてくれているのか伺

います。 

◇議長（石内國雄君） 企画課長。 

              〔企画課長 関根伸行君発言〕 

◇企画課長（関根伸行君） その企業とのマッチングに関しまして委託事業ということなのですけれ

ども、企業版ふるさと納税の納税サイトへの掲載のほか、寄附を募る際のプロジェクトの磨き上げで

すとか企業へのあっせんなどをしてくれるオプションもあるようなのですけれども、そちらのサイト、

現在、なかなか寄附につながっていないような状況もありますので、サイトへの掲載の再構築を行っ

ているところでございます。 

 しかしながら、企業のほうはあまりサイトの閲覧などは活発でないようですので、やはり自治体自

らのシティセールス、こういうものが最善の方法、近道かと思われますので、企業版ふるさと納税の

サイト、こちらももちろん充実させたいとは思いますけれども、積極的に町長にシティセールス、ト

ップセールスをしていただけるよう、今後、合間を見ながら日程調整をさせていただきたいと思いま

す。 

 私も４月に異動になったわけなのですけれども、実際、企業を回ってみたところ、企業版ふるさと

納税制度そのもの自体の認知度、もちろん大手企業ですとか地域貢献に力を入れているような一部の

企業などはご存じだとは思うのですけれども、制度そのものがなかなか知れ渡っていないような状況
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というのが現状なのかなと感じました。話をする中で、町外の企業さんは町外への寄附というよりも、

もし寄附をするのであれば地域貢献としてまずは地元の自治体というような話もありまして、私も実

際、個人版ふるさと納税は大変お得感があってやってみたいとは思いつつ、でも町の貴重な税財源が

減ってしまうということなので、職員としてもやっていいのかどうかというようなジレンマもあって

寄附はしていないのですけれども、やはりそんな愛町心といいますか、企業にとりましても地域に根

差した経営ということで企業版ふるさと納税のメリットを説明しても、地元自治体への遠慮みたいな

感覚があるような感じが得られました。そんな状況もございますので、やはり足で稼ぐではないので

すけれども、町外に本社があって町内に支店のある企業、地域にゆかりのあるような企業に積極的に

訪問して、制度の紹介をしながら理解を得るような方法、担当者のみならず、町長自らのシティセー

ルス、トップセールスが大変重要なのかなと思いますので、今後も町長の予定を見ながら積極的に町

長を連れ出して、一緒にシティセールス、トップセールスをしながら企業版ふるさと納税の成功につ

なげていきたいなと考えておりますので、ご理解いただければと思います。 

◇議長（石内國雄君） １２番新井賢次議員。 

              〔１２番 新井賢次君発言〕 

◇１２番（新井賢次君） 最後におっしゃったこと、全くそうだと思います。私は、町内企業で頑張

っていただきたいところ、ちょっと具体的に名前を挙げますと、東部工業団地にあるマックス、太陽

誘電、前田道路、それから冬木工業等が非常に今業績も好調です。もうかなり長い間町におりますの

で、玉村町に対する愛着心も高いはずです。特にマックスにおきましては売上高８６０億円、営業利

益１２６億、これは２０２４年の３月決算です。いずれも過去最高で直近４年間で更新をし続けてい

ます。地域活性化事業に貢献することで法人関係税が軽減される見込み等を十分説明した上で、町長、

ぜひ地元企業に積極的に回っていただけないでしょうか。ちょうど２年前の６月、議会で私が早急に

取り組むべきだとお話ししたときに、町長はなるべく早い段階で地域再生計画の認定を受け、企業か

らの寄附を募ってまいりたい、準備しているチャレンジな企画になる、私自身期待していると、こう

いうお話でした。町長、副町長をはじめ関係者が一丸となって、ぜひ残された期間はもしかしたら短

いかもしれません。ぜひ成果を上げていただき、頑張っていただきたいと思います。町長僅かです。

一言お願いします。 

◇議長（石内國雄君） 町長。 

              〔町長 石川眞男君発言〕 

◇町長（石川眞男君） この４月から学校訪問もしているのですけれども、会社訪問ということで今

名前が出たマックスさんにも行ってきました。もう経理の人も来ていましたから、それでもうその制

度を知っていて、考えているという話まで行っています。金額のことは分かりませんけれども、その

ほかにも何社か回る計画もあります。それから、今度はまた別途の寄附という形で町に寄附していた

だく地元の会社もありますし、また大手の会社から自分たちの福利厚生の一環として町との関係を深
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めていきたいという声も出てきていますので、地道に回り続けていきたいと思っています。 

                                         

◇議長（石内國雄君） 休憩いたします。１０時１５分に再開します。 

   午前１０時０１分休憩 

                                         

   午前１０時１５分再開 

◇議長（石内國雄君） 再開します。 

                                         

◇議長（石内國雄君） 次に、３番松本幸喜議員の発言を許します。 

              〔３番 松本幸喜君登壇〕 

◇３番（松本幸喜君） 議席番号３番松本幸喜です。議長のお許しが出ましたので、質問をさせてい

ただきたいと思います。 

 先ほどより、社会資本に対する投資といいますか、道路整備、そういったことに関して昨日もいろ

いろな質問があって重複してしまう部分というのも出てくるかとは思いますけれども、質問をさせて

いただきたいと思います。よろしくお願いします。 

 まず１番、道路の整備状況について。車社会の玉村町にとって道路は重要な社会インフラである。

しかしながら、現状における道路の整備状況を見ると、アスファルトが溶けて凸凹したり、穴ができ

て車の破損の原因になったりして交通に支障を来している場所も数多く見受けられる。また、学校周

辺では、横断歩道の白線や車の停止線等が消えかかっており、通学路の安全確保がままならない状況

になっている。特に通学路にあっては３年ほど前に学校周辺の道路の調査が行われ、ＰＴＡや各地区

から改善を求める要望が多数寄せられている。そこで、現在の道路の補修状況について問う。 

 １、上毛新聞によると、昨年度、学校周辺の横断歩道等の補修工事のため、県が補正予算を組んだ

とのことであったが、玉村町ではどの程度の道路整備がなされたのか。 

 ２、停止線や道路標識及び道路整備に関する地区からの要望は何件あり、昨年度整備が終了した件

数は何件あるのか。 

 ３、町内の道路整備が進まない理由はどんなところにあるのか。 

 ４、今後の町道の整備計画はどのようになっているのか。 

 次に、都市計画事業基金について伺います。都市計画税は、都市計画事業や土地区画整備事業など、

決められた一定の事業に使われる目的税であるため、利用目的が限られる。都市計画事業に充てた残

りを都市計画事業基金へ積んでいるが、令和４年度の都市計画事業基金残高は既に２億５，１９４万

２，０００円に及んでいる。 

 そこで、次の３点について問う。 

 １、今までに都市計画税及び都市計画事業基金を活用して取り組んだ事業にはどのような事業があ
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るのか。 

 ２、今後、町としてはどのような事業のためにこの基金を活用していこうと考えているのか。 

 ３、都市計画の見直しは行わないのか。 

 大きい問い３、農業振興地域の部分的な見直しについて伺います。３月議会での一般質問において、

玉村町の農地は約７０％という高い割合で担い手へ農地の集積が進んでおり、規模の拡大や農業の効

率化が図られていることが分かった。しかしながら、集約が図られている地域は農業生産性の高い地

域であり、農業振興地域内にあっても農業生産に適しているとは言いがたい場所も含まれている。こ

うした地区は農業振興地域であるがために新たな土地の利用が難しく、農地としての活用も進まない

状況にある。そのため、農業生産に不向きな農地を農業振興地域から除外されるように働きかける必

要があると思うが、どのように考えているか。 

 以上、３点について伺いたいと思います。 

◇議長（石内國雄君） 町長。 

              〔町長 石川眞男君登壇〕 

◇町長（石川眞男君） 松本幸喜議員のご質問にお答えいたします。 

 まず初めに、道路の整備状況についてお答えします。松本議員のご指摘にありましたアスファルト

舗装が経年劣化し、ひび割れが生じている町道が数多く見受けられることにつきましては、町でも把

握しており、重要度の高い幹線道路などについては、令和４年度に改定した玉村町舗装修繕計画に基

づき計画的に修繕を進め、生活道路につきましては、地域からの要望に基づき安全性などの観点から

優先順位を勘案し、修繕を進めているところです。また、職員による道路パトロールや町民からの通

報により道路上の穴などを発見した場合には、早急に修繕を行い、事故が起こらないよう努めており

ます。 

 まず、１点目の昨年度の道路整備の状況についてですが、部分的な補修を除いた全体の舗装の打ち

替えや、側溝を整備した工事の道路延長は約１．７キロメートルで、工事費は約９，５００万円にな

ります。 

 次の２点目の停止線や道路標識及び道路整備に関する地区からの要望件数についてですが、まず停

止線や道路標識に関する要望件数と整備終了した件数についてお答えします。 

 月田議員の答弁でもお答えしたとおり、停止線や標識などの交通規制に係る施設の工事は、群馬県

警、群馬県公安委員会で管理しており、交通安全に係る施設の工事は主として町が行っております。

昨年度、警察が管理する施設の要望は町に１３件あり、その全てを伊勢崎警察に要望しています。ま

た、警察に直接要望される区長もいるため、実際の要望件数はもう少し多いと思われます。令和５年

度においては、伊勢崎警察から工事を担当する群馬県警本部に横断歩道１２件、停止線８件の申請を

行っているとのことで、受理した申請の中から群馬県の予算の範囲内で工事を実施しており、令和５年

度以前の要望箇所のうち未実施の箇所も含めて、順次施工しているとのことです。 
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 町が管理する施設に対しては、住民や区長からの要望が２３件、小学校などの教育施設に関する要

望は全小学校からいただいております。その中で、現地調査の上、危険度などの優先順位を検討し、

令和５年度ではカーブミラーを新設８基、更新３基、補修７基を実施し、区画線や路面標示について

は６地区の工事を実施し、延べ３，７４６メートル換算の路面標示を設置しています。 

 そのほか車線分離標、注意喚起看板の設置も随時行っております。また、道路整備に関する地区か

らの要望の件数ですが、昨年度ありました地区からの要望は５７件で、そのうち２８件が舗装の補修

や道路側溝の改修などの道路整備に関する要望であり、１６件について対応済みとなっております。

対応ができていない要望につきましては、引き続き、現場の状況や予算などを勘案し対応を検討して

まいります。 

 次に、３点目の道路整備が進まない理由はどんなところにあるかについてですが、毎年、学校、警

察、道路担当、交通安全担当で通学路合同安全点検を実施し、白線などの区画線が消えている箇所は

早急な引き直しを目指しておりますが、舗装の状態が悪い場合は舗装工事後になってしまうため、対

応が遅れてしまうことがあります。これにつきましては、舗装修繕計画の対象路線であれば、工事年

度を前倒しするなどして早めに対応するようにしておりますが、埋設されている水道管が老朽化し、

布設替えの計画がある場合などについては、舗装工事は水道管の布設替え終了後になってしまうため、

工事が遅れてしまうことがあります。また、予算は増やしているものの近年の人件費、資材価格の高

騰により工事価格も高騰しており、１５年前と比較すると設計価格は倍程度になっていることから、

補修できる規模が縮小してしまっているのが現状であります。 

 最後に、４点目の今後の町道の整備計画はどのようになっているのかについてですが、補修修繕に

つきましては、令和４年度に改定しました玉村町舗装修繕計画で定めた重要度の高い幹線道路など約

４５キロメートルのうち、早期に修繕が必要な箇所である約１６キロメートルについて、年間１億円

程度の予算で舗装修繕を行っていく計画です。 

 また、計画路線以外のものについては、地区からの要望等に基づき、通学路など特に交通安全上の

措置を必要とする箇所を優先しながら、道路整備を実施していく予定です。 

 次に、都市計画事業基金についてのご質問にお答えします。まず、都市計画税につきましては、都

市計画法に基づいて行う都市計画事業や土地区画整理法に基づいて行う土地区画整理事業に要する費

用に充てるための目的税となっております。そのため、当該年度でそれらの事業に充て切れない分に

つきましては、都市計画事業基金に積み立て、後年度の事業に活用することになります。 

 まず、１点目の今までに都市計画税及び都市計画事業基金を活用して取り組んだ事業はどのような

事業があるのかについてですが、これまでに都市計画税及び都市計画事業基金を活用した主な事業と

しましては、都市公園では北部公園整備事業、都市計画道路では板井福島線や斎田上之手線の街路事

業、土地区画整理事業では文化センター周辺地区土地区画整理事業があり、直近では高崎玉村スマー

トＩＣ北地区工業団地の遺跡発掘調査にも活用しております。 
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 また、都市計画税は、これらの都市計画事業や土地区画整理事業に係る起債の元利償還金にも活用

できるため、償還年度の予算において該当する経費に充てております。 

 次に、２点目の今後、町としてはどのような事業のためにこの基金を活用していこうと考えている

かについてですが、引き続き都市計画事業の起債における元利償還金に充てるほか、現在調査を進め

ている道の駅玉村宿南側の都市公園整備を事業化する場合には、その事業費にも活用したいと考えて

おります。 

 最後に、３点目の都市計画の見直しは行わないのかについてですが、まずこれまで町が行ってきた

都市計画の見直し、特に土地利用に係る部分についてご説明いたします。玉村町では、平成３年３月

１５日に市街化区域と市街化調整区域に区域を区分するいわゆる線引きを実施いたしました。その後、

区域区分の見直しとしまして、工業系の土地利用としては平成１９年に北部工業団地、平成２１年と

平成２７年に東部工業団地の拡張、令和２年に高崎玉村スマートＩＣ北地区工業団地を市街化区域に

編入しております。住居系の土地利用としましては、平成２６年に文化センター周辺地区の市街化区

域編入を行い、県全体で５年に１度行われる定期の見直しに加え、随時の見直しも行ってきておりま

す。 

 今後の都市計画の見通しについてですが、令和７年度に県全体で行われる第９回線引き定期見直し

の際に、旧両水跡地周辺の市街化区域への編入を予定しており、現在、農林調整に関する国、県、関

係機関との協議が完了し、今後は本協議、治水協議、公聴会、都市計画審議会などの手続を行ってい

く予定となっております。また、東部工業団地の北東地区について、市街化区域への編入を目指し、

現在、土地利用計画や課題の整理などを行っているところです。 

 今後も玉村町における都市の健全な発展と秩序ある整備を図るため、引き続き都市計画の見直しを

実施していきたいと考えております。 

 最後に、農業振興地域の部分的な見直しについてお答えします。まず、農業振興地域は、市町村が

将来的に農業上の利用を確保すべき土地として、国の農用地等の確保等に関する基本方針に基づき、

県が策定する農業振興地域整備基本方針により指定された地域になります。玉村町の農業振興地域は、

群馬県の基本方針において、都市計画法による市街化区域を除いた全区域が指定されております。そ

のため、農業振興地域から外れることは、市街化区域への編入が前提となるため、農地の利用状況を

根拠とした区域の変更は難しいのが現状です。 

 なお、農業振興地域の指定を受けた市町村は、農業振興地域整備計画を定め、集団性の高い農地を

はじめ、農業生産基盤整備などを積極的に図るべき農地や生産性の高い農地など、農業利用を今後も

確保すべき農地を農振農用地として指定しております。農振農用地において農地以外の利用を目的と

した土地利用転換などを行う場合は、農振農用地から除外する必要があります。除外を行うためには、

原因者が申出を行い、その農地が農業振興地域の整備に関する法律に規定されている６要件を全て満

たした場合のみ農用地利用計画が変更され、当該農地の除外が容認されることになりますので、ご承
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知おきくださいますようお願いいたします。 

◇議長（石内國雄君） ３番松本幸喜議員。 

              〔３番 松本幸喜君発言〕 

◇３番（松本幸喜君） まず、道路の整備状況についてということで、この辺につきましては新井議

員や昨日の月田議員からもいろいろな質問が出ているかと思いますけれども、絞った形で幾つか質問

をさせていただきたいと思います。 

 町道でも１級、２級、その他の道路とあって、今、町民の何人かの方からはいろいろ要望を伺って

いるのですけれども、生活道路における要望というのが非常に高いように思われます。道路の補修で

穴を埋めたりなんなりという簡単なものについては、本当に迅速によくやっていただいているなとい

うふうに思うのですけれども、日常の生活の中で町の基準からすると、どちらかというと要件として

は低い内容になるのかもしれないのですけれども、その周辺に住んでいる方にとっては、人数は少な

いかもしれないのですけれども、重要な舗装ですとか道路の管理というものを求めている声というの

も聞かれるわけなのですが、その順位性というのはどのような形で具体的に言うとつけられているの

でしょうか。 

◇議長（石内國雄君） 都市建設課長。 

              〔都市建設課長 原田英樹君発言〕 

◇都市建設課長（原田英樹君） お答えいたします。 

 生活道路等につきましては、区のほうからよく要望が上げられてきます。そういった中で職員のほ

うで現場の確認をしまして、その劣化状況とか、あとは受益を受ける方がどのくらいいるかとか、そ

のようなことで判断をします。どうしてもその予算に限りがあるものですから、優先順位をつけざる

を得ないというような状況でございます。 

◇議長（石内國雄君） ３番松本幸喜議員。 

              〔３番 松本幸喜君発言〕 

◇３番（松本幸喜君） 舗装ですとかそういうものに関しても、利用頻度はそれほど高くないという

場合については、舗装の仕方等でも大分違いがあるかと思うのです。その辺はどのような形で舗装の

ランクというのですか、工事のランクというのがつけられているのではないかと思うのですが、その

辺の状況を説明していただけたらと思います。よろしくお願いします。 

◇議長（石内國雄君） 都市建設課長。 

              〔都市建設課長 原田英樹君発言〕 

◇都市建設課長（原田英樹君） 令和４年度に舗装修繕計画というものを立ていました。こちらにつ

いては、交通量の多い幹線道路とか重要な路線ということで、そちらについて路面性状調査というも

のを行いました。そういった調査結果によって、舗装の劣化具合などを調べまして、あとは工法の関

係、交通量の多いところについてはアスファルトを剥がしてまたやり直すのではなくて、下から改良
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したほうがいいとか、そういった劣化状況を見ながらやっているところです。 

 一番のランクとしては路盤改良ということで、アスファルトを剥がして、ただアスファルトをまた

やり直すのではなくて、その下の路盤という基礎となるところ、そこが弱かったりすると、幾ら表の

舗装だけ直しても、また大きなトラックとか通ったりするとへこんでしまうものですから、そういっ

た交通量が多かったりするところ、傷みが激しいところについては、路盤改良ということで舗装を剥

がして、さらにその下の砕石等が入っているところ、そういったところについてセメントを混ぜ合わ

せたりとか、そういう路上路盤再生とか、そういったものを行います。それが一番ランクが高いやり

方で、その次は表層を剥がしてもう一回やり直すというような切削オーバーレイという形となってお

ります。 

 以上です。 

◇議長（石内國雄君） ３番松本幸喜議員。 

              〔３番 松本幸喜君発言〕 

◇３番（松本幸喜君） 未舗装の町道、そういったところはどのくらいの距離というか、長さはある

か把握されているでしょうか。 

◇議長（石内國雄君） 都市建設課長。 

              〔都市建設課長 原田英樹君発言〕 

◇都市建設課長（原田英樹君） 距離はちょっと把握していないのですけれども、まだ未舗装のとこ

ろがあるということは認識しております。 

 以上です。 

◇議長（石内國雄君） ３番松本幸喜議員。 

              〔３番 松本幸喜君発言〕 

◇３番（松本幸喜君） どうしても順位が下がってしまってというようなことはあるかと思うのです

けれども、やはり切実な部分というのが非常にありますので、何らかの形でちょっと別枠で予算が取

れればそれにこしたことはないかなとは思うのですけれども、その辺が生活に密接に関わっていれば

いるほど、やはりその満足度といいますか、そこまで目が届いているのかというような疑問を持たれ

る方たちもいらっしゃいます。行政のほうに問合せをすると、ちゃんと認識はされているのです。も

ちろん予算の関係がありますし、その重要度によってというようなところは重々分かるわけですけれ

ども、そういう中でやはり行政のほうに声が届いているかどうかというようなことも含めて対応がで

きるものについては、ぜひ心配りをしていただけたらというふうに思います。 

 結構、町道の中でも生活道路ということで自分たちで管理をしていると、夏草との格闘をしている

方たち、結構話は聞いているのですけれども、ただもう年齢的にも大分上がってきています。今まで

自分たちが使う道路だから自分たちで管理をしていたと、ただもう最近はなかなかそれすら難しくな

ってきているというような、そういう声も聞いていますので、ぜひそういう部分も含めて考慮した評
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価をしていただけたらということと、今、こういう状況になっているよというようなところをもうち

ょっと発信していただいて、区長さんだとかそういうところにあとどのくらいで順番来ますとか、も

し言えるようであれば、そういう情報公開も多少はしていただけるようになると、我慢のしようもあ

るのかなというふうには感じます。 

 次なのですけれども、都市計画事業基金についてです。いろいろな形で北部公園ですとか北地区工

業団地ですとか、そういうようなところで利用されているということなのですけれども、これも道路

の補修に関わるのですが、町内の道路、それに対して例えば停止線ですとかそういったものすら、今

消えてしまっていてなかなか補修がされていないというような状況で、意図としてはそういう都市計

画事業基金をこういったものに活用ができないものかなと思って質問したのですけれども、その辺は

どうなのでしょうか。 

◇議長（石内國雄君） 総務課長。 

              〔総務課長 齋藤善彦君発言〕 

◇総務課長（齋藤善彦君） 都市計画税の事業基金についてなのですけれども、町長の答弁にもあり

ましたとおり、目的税ですので一応それに合致をしていないと、こちらの基金のほうも使えないとい

うことでございます。 

◇議長（石内國雄君） ３番松本幸喜議員。 

              〔３番 松本幸喜君発言〕 

◇３番（松本幸喜君） ということで、積み増しだけされているのではなくて、今後の活用という方

向性も、両水の周辺の開発というようなところ、または道の駅周辺の都市公園の開発というようなと

ころであるというようなことが分かりましたので、目的税ということで都市計画基金というのがなか

なか利用できないというようなところはあるのですけれども、いろいろ今まで人に対する投資という

のは随分されてきたように思うのです。例えば給食費の無償化にしてもそうですし、医療費の無償化、

高校生までの無償化ですとか、そういうような人に対する直接的な投資というのが非常に行われては

きていると思うのですけれども、今度はインフラの部分、その辺が非常に玉村町は逆に弱くなってき

ているのかなというふうに感じます。 

 やはり生活を支えるというところで、インフラ整備というのは非常に必要になってきていると思い

ますので、ぜひその辺も今後考えていく必要があるかと思います。ぜひその辺の財政的なものも非常

に必要になってくるとは思うのですけれども、ぜひそちらのほうに力を注いでいただけたらというふ

うに思います。 

 次、３番目の農業振興地域の部分的な見直しについてということですが、これについてもなかなか

農業振興地域からの枠を外すということ自体が難しいというようなことはよく分かりました。ただ、

農業の集積ができない農地については、担い手がいないというようなところで、荒れるに任せる状況

になりつつあるのではないかなと思うのですけれども、そういった地域に対する手だて、計画という
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のはどのようなものがあるでしょうか。 

◇議長（石内國雄君） 経済産業課長。 

              〔経済産業課長 平野敏行君発言〕 

◇経済産業課長（平野敏行君） ご質問にお答えいたします。 

 今現在、農地の集積につきましては、担い手認定農業者をはじめ新規農業者、そちらの方に就農、

いわゆるその土地を耕作してもらうという集積につきましては、現在７３.２％ということで県内でも

かなり上位のパーセンテージを占めております。今後は土地の集約、その担い手の方がさらに耕作を

拡大できるような形で土地の集積というところも今後も進める必要があるのですが、ただ、今現在の

懸案事項としましては、担い手不足というところもございますので、そういった新たな担い手不足を

解消するための新規就農者の確保、それから認定農業者のさらなる拡大、それと併せて農地の集約も

図っていくことが必要かと考えております。こちらにつきまして計画的に進めていく必要があるかと

思います。 

 以上です。 

◇議長（石内國雄君） ３番松本幸喜議員。 

              〔３番 松本幸喜君発言〕 

◇３番（松本幸喜君） その部分については大変進んでいるのではないかなというふうに思うのです

けれども、今度は今農地にどちらかというと適さない、そういった農地が、振興地が置き去りになり

つつあるというのですか、手が入らなくなりつつあるというようなところが地区的に見受けられるの

ですけれども、今農業はいろいろ技術的に進んでいって、スペースさえあれば、例えばハウス栽培で

すとかそういうような形で土地の状況を抜きにして農業というのが成り立つような技術的な環境にな

りつつあると思うのですけれども、そういったところの誘致、企業化された農地の農業企業の誘致と

いうようなことは考えていないのでしょうか。 

◇議長（石内國雄君） 経済産業課長。 

              〔経済産業課長 平野敏行君発言〕 

◇経済産業課長（平野敏行君） お答えいたします。 

 こちらにつきましては農業系の企業誘致ということにつきましては、今後例えば水がなかなか来な

いであったりとか、あとは水の保水能力が不足しているとか、水稲にはなかなか使えないけれども、

ほかの園芸であったりとかそういった農業に適している農地等もございます。そういったところにつ

きましては、適地適作というところを基本としまして、例で言いますと畑地化の推進であったりとか、

あとはさらに先ほどおっしゃられたとおり、農業系の企業の誘致、そういったところも視野に入れて

今現在、農地の集約、そういったところも進めている状況でございます。 

◇議長（石内國雄君） ３番松本幸喜議員。 

              〔３番 松本幸喜君発言〕 
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◇３番（松本幸喜君） 候補に挙がっているような企業さんというのは、名前は挙げられないかもし

れないですけれども、あるのでしょうか。 

◇議長（石内國雄君） 経済産業課長。 

              〔経済産業課長 平野敏行君発言〕 

◇経済産業課長（平野敏行君） お答えいたします。 

 そういったお話の企業は、現在打診の打診の段階ですが、こういったところで土地を探していると

いうお話をもういただいている企業様がありますが、ただ今後、国の許認可であったりとか、あとは

群馬県の許認可、それから関係法令、そういったところも全部精査しつつ、進出が可能かどうかとい

うことをさらに精査する必要がございますので、現段階ではお話が１件ある程度でまだ確定はしてお

りません。 

 以上です。 

◇議長（石内國雄君） ３番松本幸喜議員。 

              〔３番 松本幸喜君発言〕 

◇３番（松本幸喜君） 国道３５４号沿いにイチゴの栽培農家が３件ほどできて、新しい農業の担い

手の形というのはできつつあるのかなというふうに思います。開発といっても限りがありますので、

やはり農業という生産基盤を確立できるような方策というのは今後求められてくると思いますので、

ぜひその辺に注力していただけたらというふうに思います。 

 以上で私の質問を終わります。 

                                         

◇議長（石内國雄君） 休憩いたします。１１時５分に再開します。 

   午前１０時４８分休憩 

                                         

   午前１１時０５分再開 

◇議長（石内國雄君） 再開します。 

                                         

◇議長（石内國雄君） 次に、１番羽鳥光博議員の発言を許します。 

              〔１番 羽鳥光博君登壇〕 

◇１番（羽鳥光博君） １番羽鳥光博です。議長の許可が出ましたので、質問通告に従って質問させ

ていただきます。 

 冒頭、昨今の経済情勢といいましょうか、今月から定額減税４万円、所得税３万円と住民税１万円

が始まりまして、政府は給与明細に額の明示をして、よく国民に周知をしてデフレ脱却を目指した方

針を打ち出していて、給与担当者はそういった作業に追われているところかと思いますけれども、こ

れは国民全員に対しての減税というようなことで、例えば私の家でいえば女房が被扶養者ですから、
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同一生計の配偶者ということで４足す４で８万円、もし子供や扶養する親がいれば、その２人も加え

て四四、十六万円ということで大変大きな額なわけですけれども、片や電気、ガスの政府の補助金が

５月末で打ち切られて、電気で言えば６月の使用料、７月請求分から、全国的に電気代が上がるとい

うふうなことで、経済紙を読んでいますと、モデル家庭の平均的な使用量の料金、消費税込みで例え

ば東京電力ですと６月使用分が３９２円上がって８，９３０円となるということですから、今年の夏

は猛暑の中でも夜はエアコンをつけっ放しでいられないというような状況になるかと思いますので、

定額減税もあれば電気料金の値上げもあるということで、生活苦はなかなか拭い去れないところかと

思います。 

 私の質問は４問のうち３問は全てお金のことでございます。予算的な支出をお願いしたいとか、水

道料金についての説明をお願いしたいとか、ふるさと納税をもっと増やして町の財政を豊かにしてほ

しいとか、１つはこれから話す個別避難計画についてでございますけれども、前置きが長くなりまし

たけれども、順次、質問通告に従いまして質問したいと思います。 

 個別避難計画作成の推進についてでございます。令和５年度に改定された玉村町の地域防災計画で

は、避難行動要支援者に係る個別避難計画作成の努力義務が定められているところでございます。こ

のことにつきまして、初めに（１）番として、この努力義務の根拠は何かということで、災害・防災

に関連した法制度や上位計画中何を根拠にしているのか。 

 次に、（２）番として国や群馬県からの指示・通知・モデル計画といったものが示されているかと

いうことです。 

 （３）番、個別避難計画の作成とその内容についてです。 

 １つは、作成主体はどこが作成するのか。 

 次に、作成対象者は、各区長に配られている避難行動要支援者名簿記載者か。この記載者何名中何

名くらいの個別避難計画を作成予定としているのか。その作成期限は任意であるのか。現在、何名の

個別避難計画が策定済みであるのか。 

 （４）番として、個別避難計画作成への取組についてでございます。現在、町では防災・福祉等の

関係課が一体となってモデル地区を定めて取組を開始しているが、その内容はどのようなものである

か。今後、他の行政区にも個別避難計画作成を広めていくのか。 

 最後、（５）番、地区防災計画が定められている地区において、個別避難計画を作成する場合は、

その整合性を図ると玉村町地域防災計画に記載がございます。地区防災計画の作成主体は誰か。町に

は地区防災計画を定めている行政区はあるのか。これが１番目の質問でございます。 

 ２番目に行きます。ふるさと納税の寄附受入れ増に向けた取組の強化ということで、令和６年５月

２日の上毛新聞に、２０２２年度のふるさと納税の、これは個人の納税です。県内市町村の実質収支

試算額の一覧が掲載されました。玉村町は８，３２５万円の黒字、３市が赤字、これは高崎市も含ま

れています。人口１万１，０００人の千代田町が１６億８，８４３万円の黒字、玉村町と友好交流都
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市協定を結んでいる人口７，０００人の昭和村が５億７，５７０万円の黒字、黒字の町の担当課への

取材記事には、増収分は基金に積み立てて中学校の建て替え準備や小中学校の入学祝い金など子育て

支援に活用すると。また、赤字の市では、「市民が他の自治体に寄附するのを止めることはできない

が、厳しいけれども、寄附の受入れを増やす努力を続けたい」と嘆くと、そういった記事がございま

した。 

 そこで、玉村町の寄附受入れ増に向けて、何点か質問を行わせていただきます。 

 （１）番、ふるさと納税の寄附があっても、地方交付税の制度上、寄附金が臨時的収入として地方

交付税の算定に反映されないため、地方交付税が減ることはない。また、多額の寄附を集めて黒字で

あっても、地方交付税法に基づき、ふるさと納税による住民税の流失分の７５％が地方交付税で流失

自治体に補填されるため、寄附による黒字を積み増すことになる。玉村町の２０２２年度の町の寄附

受入額と差引き額となる返礼品等の経費、そして２０２３年度課税の市町村民税控除額、それから加

算額となる交付税措置される控除額の７５％のそれぞれの額は幾らか。 

 （２）番、町はふるさと納税の寄附金を特定目的基金に積み立てているか。その額は令和４年度で

どれくらいか。基金を活用した主な事業は何か。 

 最後の（３）番に行きます。令和５年度の個人版ふるさと納税寄附総額と、令和４年度のその額、

この額は１億６，９３０万１，０００円でございます。その比較額はどれくらいか。その差額が出た

要因は何か。差額を改善するための手だては何か。 

 次の３番目の質問に行きます。これも今までの議員さん皆様からご質問があった内容で重複します

けれども、やらせていただきたいと思います。 

 道路・水路補修等の社会資本整備予算の充実強化について。住みよいまちを目指し各区長等から要

望書が出されている道路・水路・町営住宅等の補修改良等の事業要望に応えるため、町はもっと予算

を増やして積極的に応える必要があると考える。このため、町の積立金を財源に今後投資的経費を増

やし、町の社会資本整備の充実、強化を行うべきである。町の積立金は、平成２８年度の２４億円か

ら令和４年度には３９億５，０００万円まで積み上がっている。特定目的基金のように使途が限定さ

れるものについては、事業計画を立てて執行し、また県の補助金内示があったものについては、事業

者の要望を聞き、基金を財源に町単独補助を行うなど積極的な財政運営を行い、年度途中でも補正予

算を組み、切れ目のない公共事業の執行に努めるべきであると考える。 

 そこで、令和６年度当初予算における町の方針と現状はどうか。また、今以上に投資的経費を増や

していくことは、町の財政運営上、財政指標上、何か支障が生じてくることがあるのか。 

 最後の質問の４番目です。水道料金の改定についてでございます。玉村町水道事業料金の基本料金

減免と料金改定について質問を行います。 

 昨年１２月議会で私は質問をし、町から「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用して、

令和６年度水道料金の期間半年間の減免を実施する」と答弁がありました。また、「実施時期はシス
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テム改修後、新年度の早い時期に実施したい」との説明もございました。実際に、基本料金減免の実

施時期はいつから始めて期間はいつまでなのか。町が決めた３回分の基本料金減免であるのか。 

 次に、２つ目、今後の料金改定の実施時期と改定率をどのように見込んでいるのか。 

 ３つ目です。玉村町水道事業給水条例に基づく水道料金改定議案は、いつの議会に議案提出を行う

予定であるのか。 

 最後の４つ目に行きます。水道料金と密接な関係にある玉村町下水道条例に基づく下水道使用料に

ついては、昨年の６月議会で質問を行い、「将来的には値上げの必要はある」との町の答弁があった

が、現在、具体的に値上げの見込みを立てているのか。 

 以上で１回目の質問を終わります。よろしくお願いします。 

◇議長（石内國雄君） 町長。 

              〔町長 石川眞男君登壇〕 

◇町長（石川眞男君） 羽鳥光博議員のご質問にお答えいたします。 

 まず初めに、個別避難計画策定の推進についてのご質問にお答えします。 

 まず、１点目の努力義務の根拠等について、災害・防災に関連した法制度や上位計画中、何を根拠

にしているのかについてですが、令和３年に災害対策基本法が改正され、全ての市町村は災害時に自

力で避難することが困難な障害者や高齢者などの避難行動要支援者について、個別避難計画を作成す

ることが自治体の努力義務と位置づけられました。 

 次に、２点目の国や群馬県からの指示・通知・モデル計画といったものが示されているのかについ

てですが、群馬県では令和３年に災害時における避難の基本的な考え方である群馬県避難ビジョンを

作成しています。その中において要配慮者対策として、地域と連携した避難行動要支援者の個別避難

計画作成を重点に掲げ、優先度が高い避難行動要支援者の個別避難計画の作成を促しており、当町に

おきましても、内閣府の個別避難計画作成モデル事業の指定を受けている地区への視察を行い、個別

避難計画の作成に取りかかっているところであります。 

 次に、３点目の個別避難計画の作成と内容についてですが、個別避難計画の作成主体につきまして

は、各自治体が主体となって作成することとなります。また、作成対象者につきましては、羽鳥議員

のおっしゃるとおり、各区長へお配りしている避難行動要支援者名簿に記載されている全員が対象と

なります。現時点におきまして、名簿に記載されている人数は６７５名となっており、その全員の作

成を目指すことになります。計画の作成期限につきましては定められておりませんが、優先度の高い

避難行動要支援者の個別避難計画については、令和７年度末までに作成することを目標としています。

個人や地区の状況も様々であることから、可能な範囲で作成に取り組んでいきたいと考えております。

なお、現時点での計画作成完了者数は４件となっております。 

 次に、４点目の個別避難計画作成への取組についてですが、町では令和４年度に環境安全課と健康

福祉課によるプロジェクトチームを発足し、ケアマネジャー等の福祉専門職の協力を得ながら、個別
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避難計画の作成を進めており、今年度より川井地区をモデルケースとして地域支え合いマップの作成

に取りかかりました。 

 この取組は、内閣府の個別避難計画作成モデル事業の指定を受けている榛東村における村と社会福

祉協議会の取組の実例を参考としており、地区の中において、要支援者がどこにいて、支援が必要な

のかどうか、誰が支援をするのかといったネットワークづくりから始めようというものです。これら

の取組が、個別避難計画の作成や逃げ遅れによる犠牲者ゼロへとつながるものと考えており、他の地

区へ広げていくことも検討しております。 

 最後に、５点目の地区防災計画の作成主体と地区防災計画を定めている行政区はあるのかについて

ですが、内閣府の地区防災計画ガイドラインによれば、地区防災計画の作成主体は地区の実情に合わ

せ、実際に防災活動を行う地区居住者等のほか、自主防災組織の役員等において計画作成を行うこと

とされております。 

 また、地区防災計画が作成済みの地区において個別避難計画を作成する場合には、町は計画の整合

性を取る必要があるとしております。なお、現時点におきましては、町内行政区において地区防災計

画を作成済みの行政区はございません。 

 次に、ふるさと納税の寄附受入れ増に向けた取組の強化についてお答えいたします。 

 まず初めに、ふるさと納税と地方交付税に関する制度上の仕組みと具体的な金額等についてお答え

します。羽鳥議員のご質問のとおり、現在の制度においてふるさと納税の寄附金は、地方交付税の算

定における基準財政収入額に算入されないため、全てが町の財源となります。実際の収支は、返礼品

等の経費を考慮しなければなりませんが、寄附金が増えることによって地方交付税が減額されること

はございません。 

 一方、町民が他の自治体にふるさと納税を行った場合の寄附控除による町民税減収分につきまして

は、その控除税額の約７５％が基準財政収入額から減額され、結果的に地方交付税が増加することに

なります。具体的にご質問の年度におけるそれぞれの金額をお答えしますと、令和４年度の町のふる

さと寄附受入額は１億６，９３０万１，０００円、同年度の返礼品等の経費は７，１５４万７，６２９円

であり、寄附金から返礼品等の経費を除いた額は９，７７５万３，３７１円となります。 

 また、令和５年度の町民税控除額は５，７４９万１，８９６円でございました。この控除税額に対

する地方交付税の増額は、令和６年度の地方交付税にて反映する仕組みとなっておりますが、実際の

算定では控除税額の７５％がそのまま増加するわけではなく、仮に令和５年度の交付税算定式に当て

はめて試算しますと、増加分は約４，２４０万円になります。これらにより収支の年度は異なります

が、令和４年度のふるさと納税による町全体の収支としては、おおよそ８，２６６万円のプラスであ

ったと考えられます。 

 なお、昨年１０月に行われた国の財政制度等審議会において、現行の仕組みではふるさと納税が増

えるほど国の負担が大きくなるため、将来的にはふるさと納税を一般財源として扱うことを検討すべ



－97－ 

きとの提案もあり、今後の推移を注視しているところでございます。 

 次に、ふるさと納税に係る特定目的基金についてお答えします。まず、個人版ふるさと納税につき

ましては、指定していただいた目的に沿って全て当該年度の事業に充当しているため、基金に積み立

てることはございません。一方、企業版ふるさと納税につきましては、特定の目的ではなく、特定の

事業に対する寄附であるため、その事業が複数年度にわたる場合や寄附の受入れ年度と事業の実施年

度が異なる場合に対応するため、玉村町企業版ふるさと納税地方創生基金を設置し、運用しておりま

す。令和４年度末現在高は１１０万円でございましたが、令和５年度の実施事業に全額充当しており

ます。 

 次に、令和５年度の個人版ふるさと納税寄附総額と令和４年度の額との比較額ですが、令和５年度

の寄附総額は９，５１３万２，９００円となっており、令和４年度より約４４％減少した結果となり

ました。この減少が発生した要因としては、物価高騰とふるさと納税制度の大きな改正が令和５年度

中に行われたことに起因します。物価高騰により返礼品提供事業者の返礼品代金値上げ要望に応えた

結果、寄附額も上げざるを得ない状況となり、他の自治体との価格競争に遅れを取るという結果にな

りました。また、総務省の制度の大幅な改正により、募集に係る経費及び返礼品基準の厳格化が行わ

れ、全体の寄附額をさらに上げざるを得なくなり、状況は悪化する一方となりました。 

 さらに、令和５年１０月から制度改正が行われることになり、９月末までにふるさと納税をしたほ

うがお得とのキャンペーンが各報道で出され、全国的に９月末までのいわゆる駆け込み需要が発生し

ました。玉村町の返礼品提供数で主要な部分を占めているイチゴの返礼品が９月までには収穫見込み

が立てられないため、申込みを開始できず駆け込み需要の波に乗れなかったことも減少要因の一つで

ございます。 

 差額を改善するための手だてといたしましては、返礼品数の増加、高額納税者向けポータルサイト

への掲載開始、新規寄附者獲得のための広告戦略などが挙げられます。物価高騰や制度改正により返

礼品数が減少してしまいましたので、新規返礼品の開拓や一時返礼品の提供を中止していた事業者に

再度提供を依頼することをまず地道に行ってまいりたいと考えます。今年度になってから既に物価高

騰により返礼品を一時提供中止していた事業者に再開のお話をさせていただいたところ、再開すると

のご意向をいただき、既に掲載再開の手続を進めております。 

 新規返礼品の開拓については、今年度既に幾つかの事業者と接触し、返礼品についての打合せをし

ております。しかし、総務省の返礼品基準の厳格化があったため、今まで返礼品としての提供が可能

であったものが提供できなくなっております。さらに、募集に係る経費も厳格化されたため、宣伝・

ＰＲに難航している面もあります。 

 また、高額納税者向けの寄附ポータルサイトへ返礼品掲載を検討し、高額返礼品の提供を行い、寄

附１件当たりの寄附単価を高くすることで送料の実質削減などが行え、送料に負担がかかっている他

の返礼品をより提供しやすくしたいと考えています。 
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 広告の戦略につきましては、マーケティングで言われている消費者購買行動のＡＩＳＡＳ、このＡ

ＩＳＡＳを意識して、最小限の費用で最大の効果を得られるよう、検索連動型広告などで新規寄附者

を呼び込むことや、一度町へ寄附した寄附者がリピートして町へ再度寄附していただけるよう事業者

と協力してまいります。 

 いずれにしましても、今年度は歳入予算を１億５，３００万円とし、目標設定をしておりますので、

その目標を達成できるよう努力してまいります。 

 次に、道路・水路補修等の社会資本整備予算の充実強化についてお答えいたします。まず初めに、

玉村町の一般会計全体における基金現在高につきましては、平成２３年度末に４５億２，７８５万

５，０００円あったものが、平成３０年度末には２０億７，３６８万９，０００円まで減少いたしま

した。その後は増加傾向に転じ、令和４年度末の現在高は３９億４，６５７万８，０００円となって

おります。 

 特に令和３年度、令和４年度において基金現在高が増加しましたが、その要因といたしましては、

新型コロナウイルス感染症の影響により様々な事業が中止・縮小されたことなど、歳出が減少したこ

とと、歳入面では国の税収が過去最大となり、地方へ配分される各種交付金や地方交付税が増額され

たことが挙げられます。さらに、令和４年度につきましては、法人町民税が５億円以上の増額になる

など、特殊な要因が重なった結果、予定していた財政調整基金を取り崩すことなく、一部の基金につ

いては、将来の事業に向けた積立てが行えたものと考えております。 

 なお、令和５年度につきましては、様々な事業がコロナ前の状況に戻ったことや、法人町民税や一

部の交付金が見込額を下回ったこと等により、当初予定していた６億円の財政調整基金は全部取り崩

す予定です。 

 これらのことから、令和３年度、令和４年度が特殊な財政状況となっており、令和５年度が通常ベ

ースに戻ったものと認識しております。その上で、令和６年度当初予算につきましては、物価や賃金

の高騰により、あらゆる行政サービスのコストが増大する中、新たな課題や住民ニーズにしっかりと

対応するため、道路・水路補修等の社会資本整備についても予算を増額し、土木費全体では前年度比

２６．３％増としたところでございます。 

 また、基金の活用につきましては、財政調整基金について不足する財源の確保として７億円を取り

崩すとともに、その他特定目的基金につきましても、一般財源確保の観点からも活用できる事業につ

いては積極的かつ計画的に活用しております。 

 また、今以上に投資的経費を増やした場合に、町の財政運営、財政指標上、何か支障が生じるかと

の質問でございますが、投資的経費に充てるため、さらに財政調整基金の繰入額を増やした場合は、

実質単年度収支や実質公債費比率等の悪化等が懸念されますが、単年度ではなく、長期的な財政運営

を考えたときに、指標の悪化よりも財源に余裕がなくなることで、当初予算の編成が厳しくなり、将

来的に今までと同水準の行政サービスが維持できなくなる懸念がございます。 
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 これらのことから、補正予算等によるさらなる基金の取崩しは、持続可能な行財政運営を確保する

観点から慎重に判断する必要がありますが、区長要望等の出ている道路・水路等の補修・改良につき

ましては、令和５年度決算における繰越金等の状況や個別事業の緊急性や優先度等を判断した上で総

合的に判断したいと考えております。 

 次に、水道料金改定についてお答えします。まず初めに、１点目の水道料金の基本料金減免事業に

ついてですが、令和６年度の７月請求分から１２月請求分までの全６回分の基本料金が減免となりま

す。今回、基本料金減免事業の通知を作成し、６月検針時及び７月検針時に検針票と一緒に配布いた

します。また、新しく水道を使用する方々には随時通知します。 

 次に、２点目の今後の料金改定の実施時期と改定率をどのように見込んでいるかについてですが、

料金改定実施時期は令和７年４月１日、改定率は２０％を想定しております。 

 次に、３点目の玉村町水道事業給水条例に基づく水道料金改定議案は、いつの議会に議案提出を行

う予定であるかについてですが、水道料金改定議案は令和６年９月議会に上程させていただく予定と

なっております。議案上程までの流れについてですが、まず本年４月から５月に実施した水道料金改

定案のパブリックコメントは意見がございませんでした。今後、玉村町水道事業及び公共下水道事業

運営審議会を開催し、再度料金改定案をご審議していただくとともに、町に対する水道料金改定につ

いての答申内容を協議してまいります。答申内容が決定しましたら、審議会から町に答申され、町は

その答申を受けて条例改正議案を作成いたします。 

 最後に、４点目の下水道使用料に関し具体的な値上げの見込みを立てているかについてですが、具

体的な値上げ幅の時期については未定です。ただし、値上げ自体は避けて通れない状況と認識してい

ます。現在、下水道事業について経営戦略の改定を行っておりますが、一般会計繰入金の削減や経費

回収率の向上が課題となっております。収支計画を策定する上で、適正な使用料収入を確保すること

が求められますので、具体的な検討を行ってまいります。 

◇議長（石内國雄君） １番羽鳥光博議員。 

              〔１番 羽鳥光博君発言〕 

◇１番（羽鳥光博君） 私も毎回質問項目が多くて文章も長いのですけれども、今回は特に答弁を懇

切丁寧にしていただきまして、誠にありがとうございます。 

 第２質問をさせていただきますけれども、最初の個別避難計画作成の推進についてでございますけ

れども、努力義務であるというふうなことですけれども、一応町は令和７年度末に６７５名、要支援

者名簿に載っている全員の個別避難計画を策定する予定であるというようなことで、現在は４件であ

るというふうなことですけれども、この策定は大変難しい面がありまして、果たしてこれだけの人数

を目標にしていますけれども、実質のところ町はこのうちどのくらいを予定していますか。７年度末

でこれだけの人数全部をそろえるのは、相当難しいのではないかと思うのです。そこら辺は実のとこ

ろどうですか。 
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◇議長（石内國雄君） 環境安全課長。 

              〔環境安全課長 齋藤 博君発言〕 

◇環境安全課長（齋藤 博君） 羽鳥議員のご質問にご回答いたします。 

 先ほど町長の答弁にもありましたとおり、努力義務なのですけれども、令和７年度末にまで作成す

る個別避難計画につきましては、優先度の高い避難行動要支援者についてということで、全員とはち

ょっと申していないような形です。そのうち自主避難できない方というのは、多分１００名いないく

らいだと思いますので、まずその方々ということで考えております。 

 以上です。 

◇議長（石内國雄君） １番羽鳥光博議員。 

              〔１番 羽鳥光博君発言〕 

◇１番（羽鳥光博君） 本人の希望も取ったりご家族の希望も取ったり、支えていただく方々の話を

聞いたりしながら作成することになるかと思うのですけれども、作成主体は町である。その過程にお

いて、例えば地元の区長とか民生委員・児童委員の方とか、そういう方々への計画づくりに当たって

の協力のお願いとか調整とか、そういうふうなことはどのように考えていますか。 

◇議長（石内國雄君） 環境安全課長。 

              〔環境安全課長 齋藤 博君発言〕 

◇環境安全課長（齋藤 博君） お答えします。 

 各自治体が主体ということで、環境安全課と健康福祉課でプロジェクトチームをつくりまして、現

在、福祉避難所班と移送班と支え合いマップ班ということで３班に分かれて、今、個別避難計画のほ

うをつくろうとしておりますが、もちろんその職員だけではできませんので、区やケアマネジャー、

福祉関係の職員や団体、あとは民生委員の方ですとか、様々な人から情報収集をして作成していきた

いと思います。あくまでも情報収集ということで、つくるのは町ということで考えております。 

 以上です。 

◇議長（石内國雄君） １番羽鳥光博議員。 

              〔１番 羽鳥光博君発言〕 

◇１番（羽鳥光博君） 課長さんの答弁の中で、つくるのは町、行政当局であるというふうなことで、

そこら辺のところを区長や民生委員・児童委員や地域で支え合っているケアマネさん、そういったと

ころに非常に重点を置いてお願いするということではなくて、主体的な立場を強調されていましたの

で、大変かと思いますけれども、よく地域と連携を取っていただく等してつくっていただきたいと思

います。 

 それで、川井地区がモデル地区で非常に進めておって、ネットワークづくりをして、地域支え合い

マップをつくりながら、その個別避難計画に結びつけていきたいということで、そういうのができま

したら、各行政区のほうにも広めたいというようなお話でしたけれども、もう少し具体的に説明して
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もらえますか。 

◇議長（石内國雄君） 健康福祉課長。 

              〔健康福祉課長 岡田寛子君発言〕 

◇健康福祉課長（岡田寛子君） それでは、支え合いマップについては、健康福祉課、私のほうから

今どのような状況なのかということを説明させていただきます。 

 まず、川井地区にお願いしたというところは、民生委員の現会長の地元であるということで、会長

さんも理解を示してくれているというところ、それから防災ボランティアのような方たちの活動がう

まくできているというところで、ちょっとお願いできないかということで行いました。 

 この支え合いマップというものは、どこにどんな人がいて、その人にどんなお手伝いが必要なのか、

そして誰がそのお手伝いができるのかというようなことを地図上に落として可視化をしていこうとい

うものであります。避難先を、ではその人をどこに避難させて誰が連れていくのかとか、そういった

ところまではちょっとまだ想定はしていなくて、そこまで地域の人で考えましょうとなると、ちょっ

と荷が重いかなというところもあるので、まだそこまでのことは想定をしておりませんで、声をかけ

るだけでも支援だよというような視点でつくっていきたいと思っております。 

 まずは、よりよいコミュニティーづくりのツールになればというところで、それが最終的に災害時

にも役立てればいいねというようなスタンスでつくってみたいと、まだ正直具体的に進んではいない

のですけれども、これからそういったスタンスでつくっていきたいと思っております。 

 ほかの地区にもそういったものを広げていきたいとは思うのですけれども、全ての地区でこの支え

合いマップづくりというのが適切な方法なのか、効果的な方法なのかと考えると、ちょっと合う合わ

ないがあるのかなというようなところもあるので、様子を見ながら進めていければと思っております。 

 以上です。 

◇議長（石内國雄君） １番羽鳥光博議員。 

              〔１番 羽鳥光博君発言〕 

◇１番（羽鳥光博君） 令和３年に県のほうから個別避難計画に関係するビジョンが通知されて、県

のほうでもその個別避難計画を法令にのっとって推奨するというようなことで、今課長がおっしゃら

れましたその地域支え合いマップ等がこういった県が示したビジョンにのっとったものであって、そ

れが個別避難計画にスムーズに移行できるのであれば、事務の手続とか計画の整合性を取る中でも合

理的かと思いますけれども、そういった点も踏まえてやっていただきたいと思います。 

 もう一つ、この件について質問させてもらいますけれども、出来上がった個別避難計画の周知とい

うのは、地元の区長や民生委員・児童委員とか地域の班長とか、まさに地域に住んでいる方へどうや

って周知されるのですか。これは、秘密にすることではなくてみんなに知ってもらわなければいけな

いような問題だと思うのだけれども、いざというときに、そこら辺はどうしましょうか。 

◇議長（石内國雄君） 環境安全課長。 
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              〔環境安全課長 齋藤 博君発言〕 

◇環境安全課長（齋藤 博君） お答えいたします。 

 あくまでも個別避難計画につきましては、個人の希望があると思いますので、個人の希望でどこま

で教えていいかもちゃんと聞き取りますので、そこの範囲まで教えるという形にしなければならない

と思っております。 

 以上です。 

◇議長（石内國雄君） １番羽鳥光博議員。 

              〔１番 羽鳥光博君発言〕 

◇１番（羽鳥光博君） では、次の個人版のふるさと納税の関係について質問させていただきます。 

 私は、ふるさと納税につきまして先ほど申し上げましたように、これは２０２２年度のふるさと納

税の県内全体の試算一覧が、先ほど申したいろいろな収支、経費を差し引いたり、地方交付税で出て

いった額の７５％が補填・充填されて足し前されるとかということで、実質収支的に、例えば友好交

流協定を結んでいる昭和村が５億７，５７０万円とか、玉村町よりも人口が多くて、大泉町が一番大

きいのですけれども、２４２万３，０００円で小さかったり、玉村町はさっき町長の答弁があったよ

うに８，３００万円弱程度だったのです。千代田町は特殊で１６億８，８００万円程度の黒字額があ

るというふうなことで、大変な額だと思うのです。例えば玉村町は令和６年度の一般会計の当初予算

で町税が４５億円、大体歳出が１２４億円ですから３６％、４５億円で町税を見ている。この千代田

町がこれで１６億円ということは３７％くらいふるさと納税のお金で稼いでしまうわけですから、こ

れは経費を差し引いた後の額ですから、やはりここは力を入れて、国がこういう制度をつくったのな

ら、これに乗ってしっかりその黒字を増やすようにすることが、これは商売ではないのか、営業では

ないのかと言われたって、こういう制度を総務省が法令を整えてつくって、しかも地方交付税の制度

まで巻き込んでやっているわけですから、これは公務員として積極的に取り組む筋合いのものかと思

っております。 

 そこで、私、昨晩、玉村町が１つのサイトを増やして４サイト、ふるさと納税の商品のラインナッ

プをしたというので、さとふるを見てみました。１６億円稼いでる千代田町は、このさとふるのサイ

トで見ますと、８ページ、１ページ３０件商品がラインナップされていまして２２０件ありました。

サントリーの商品が９割、ほとんどサントリーの商品で、時たまビールのおつまみになるようなお肉

が添えられていました。地の利を生かしていると、地産地消ということで、非常に地元の利を生かし

た点かなと思いました。 

 友好交流協定を結んでいる昭和村はどうかというと、さとふるのページが９ページ、１ページ３０件

ですから、２７０まで載せられるところを２６１件入っていました。赤城牛が数種類、結構ビーフカ

レーが出ていまして、赤城牛のすき焼き丼、それからお米とか、朝取れのトウモロコシとかこんにゃ

くとか、２６１件、こういうのをラインナップしていて、昭和村は約５億７，５７０万円も黒字を出
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していると、２０２２年度です。 

 もう一つ、２０１９年度まで５年連続パナソニックとか富士重工の大泉工場がある関係で不交付団

体だった大泉町、今は大分景気が悪くて交付税の交付団体になりましたけれども、そこを見ましたら、

ここもページが５ページで１２８件ありました。新聞を読んでいますと、企業の業績がちょっと悪い

ので、村山町長はネーミングライツで町税を上げるとか収入上げるとかと頑張っているので、だから

その頑張り具合はどうかなというふうに何となく関心を持って見たら、驚いたことにそのラインナッ

プの中に大泉町空き家管理で１万６，０００円の寄附をいただきたいというふうなラインナップとか、

それから大泉町の中にお墓があります。そのお墓の墓参代行、これは４万１，０００円でラインナッ

プに入っていました。お墓を清掃する代行というのももう一つありました。だから、みんな何かこう

思いつくことはあらゆる限りいろんなことを出しています。 

 玉村町を昨日４番目に見に行きまして、このサイトですと２ページ、４９件でした。食肉学校のビ

ーフとかベーコンとか、あとマックスのホチキスとかカッターとか、アタッシュケースとかありまし

たけれども、担当課長にお聞きしますけれども、やはり育ててもらったふるさとに恩を返すというの

は同納税の趣旨なのだけれども、市民、町民は返礼品が寄附先の指標になってくるのはもう否めない

ところなので選ばれる、そこはちょっとこう意識した上での努力をされているかと思いますけれども、

私が言ったような観点でどのようなことを考えて努力されていますか。 

◇議長（石内國雄君） 企画課長。 

              〔企画課長 関根伸行君発言〕 

◇企画課長（関根伸行君） お答えいたします。 

 確かにいろいろな自治体ではそれぞれの地域の企業さんの商品に応じたものが掲載されているとは

思うのですけれども、私ども玉村町の返礼品、始まって以来返礼品の開拓に努めてきたわけでありま

す。そうした中で、今一番玉村町で人気があるのがイチゴ、あとそのほかには上州牛ですとか上州麦

豚ですとか、そういったものが人気で出ているのですけれども、昨年１０月の国の基準の厳格化によ

って、さらに返礼品の出品する取扱いが厳しくなっております。 

 そうした中で、町内の企業さんにはいろいろお声がけさせていただいているのですけれども、たく

さんの商品を開発しているような企業さんが多いわけではありませんので、なかなか増やせないとこ

ろで、担当としても一番苦慮しているところなのですけれども、そうした中でもいろいろな企業さん

にお声がけさせていただいて、また今後、焼きまんじゅうですとかマスクですとかそういったものが

新規に加わるような方向で今検討させてはいただいているのですけれども、そういった中でいろいろ

な商品がサイトに掲載できるように、日々業者さんと関わる中で商品開拓に努めていきたいと考えて

いるところでございます。 

◇議長（石内國雄君） １番羽鳥光博議員。 

              〔１番 羽鳥光博君発言〕 
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◇１番（羽鳥光博君） 関連した新聞記事の中に、藤岡市は受入れが、これは２０２２年度の話です。

藤岡市は寄附受入れが１，６６２万円と市部で最も少なくて９１８万円の赤字となったということで

危機感を抱きまして、市の企画課が洗剤などを返礼品に加えた結果、２０２３年度には概算で２億

４，０００万円を受け入れて、返礼品でこんなに違うのかと驚いていたということですから、これは

地方公共団体ですから、民間の企業ではないですから、その商品を売って黒字だと、稼いだというよ

うな言い方もちょっとおかしいのですけれども、さっき言ったようなそういう制度ですから、ここは

そういう制度に乗っかって努力をして、町税が景気によって左右される中で、寄附を受け入れること

によって財政的なゆとりを持った上で、ふるさと納税を充当する事業一覧というのを私はもらいまし

たけれども、例えばＬＥＤ照明に使うことができたり、学校給食事業とか保育所の運営委託費に使う

ことできたり、ＩＣＴ教育の推進にも町は充当しています。事業に、大体、令和５年度の９，５１３万

２，０００円ほどをこのふるさと納税を使って充当していますから、ぜひこういった事業を大いに頑

張ってやっていただきたいと思います。 

 次に、町道の関係に行かせてもらいます。都市建設課長に伺いますけれども、１つは、例えば玉村

高崎スマートＩＣ北地区工業団地が６月末頃に事業者が決まるのではないかというのは、昨日のお話

もありましたけれども、高崎伊勢崎線から工業団地に向かう農道、町道になっていますけれども、非

常に道が狭いので、そういったところの補修とか拡幅とかの話が将来出てくるかと思うのですけれど

も、こういったところに、例えばふるさと納税で町長の指定する事業に充てられるのです。今現在、

南中学校のトイレ改修に２，８２３万６，０００円充てていますから、町長が指定する事業というこ

とで、ここに道路や水路とかそういうのを充てれば、財源をふるさと納税から持ってくることもでき

るのではないのかと思うのですけれども、そういうふうなことについてどう思いますか。 

◇議長（石内國雄君） 都市建設課長。 

              〔都市建設課長 原田英樹君発言〕 

◇都市建設課長（原田英樹君） お答えいたします。 

 スマートＩＣ北地区工業団地、確かに工業団地の北側には農地がありまして、道が狭いような状況

です。こちらにつきましてはまず地元の方からも説明会を開いた際などには、農道のほうに車が入っ

てきて心配だというようなお声も聞いております。それについては、先日、そういったことが起こら

ないように看板を設置しまして、農繁期につき進入はお控えくださいみたいな看板もつけたところで

す。また、今後、企業が正式決定しましたら、そういった農道については従業員の方にも通行しない

ようにという指導のほうは徹底していきたいと考えています。 

 あとは、ふるさと納税をそういったものに充てられるのではないかということについては、そのよ

うにふるさと納税の中で、こういった農道関係の拡幅とか、そういったものに充てる事業ということ

で出していただければ、十分に充てられるのではないかというふうに考えております。 

 以上です。 
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◇議長（石内國雄君） １番羽鳥光博議員。 

              〔１番 羽鳥光博君発言〕 

◇１番（羽鳥光博君） 分かりました。 

 それから、総務課長にお聞きしますけれども、財政指数的に、将来、公債費負担比率とか経常収支

比率が長期的にわたって、財政調整基金が２６億円程度ありますけれども、取り崩していくと、どん

どん、どんどん普通建設事業費、投資的経費ですけれども、だんだん数値が悪くなってくるというよ

うな町長の答弁がございましたけれども、区長要望でいろいろな要望が出てくる中で、昨日のお話で

すと高崎市は規制に係る道路標示については、市町村が予算を組んでやる分については、道路標示だ

ってやっているところはあるから積極的にやってもらうのならそれは可能だというようなお話の事例

を挙げてもらいましたけれども、ちょっと違ったかな、そんなふうな意味だったと思うのですけれど

も、９月の決算委員会のときに、前年度の決算で繰越額を使って補正予算を組みます。道路とか水路

とかいろんな補正予算を町単で、これはもう国の補助金とか交付金充てるわけではないから対応可能

なのですけれども、そこら辺のところで、今年度、さっき町長が６億円、５年度は財政調整基金を積

んだけれども、決算では６億円全額取り崩して、戻すことなく使い切る予定だと言っていましたけれ

ども、今年度は予算に７億円繰り入れました。そこは来年の話になってしまうのですけれども、そこ

だって繰越しが出るかどうか分からないですけれども、やはり決算で半分は財政調整基金に積むか、

借りた借金の財源に充てるかどっちかで、残り半分は使えるわけですから、積極的にその財源を使っ

て大いに地元区長の要望である水路や道路補修とかに回してもらいたいと思うのですけれども、その

辺の継続的な予算編成というのはどうでしょうか。 

◇議長（石内國雄君） 総務課長。 

              〔総務課長 齋藤善彦君発言〕 

◇総務課長（齋藤善彦君） 前年度決算が確定しますと、当然繰越金のほうも確定をいたします。そ

の繰越金のうち２分の１を財政調整基金のほうに積み立てまして、残り半分につきましては、当年度

の財源として使わせていただいております。 

 その中で、当然、例年区長要望ですとか、その辺に対しましても、ある程度当初予算のほうは充て

ておりますけれども、その辺は緊急度とか、また区長要望等の数にもよりまして、例年、繰越金の中

からそちらの財源のほうには充ててきておりますし、またこの辺も今後もそのようなことで行ってい

きたいとは考えております。 

◇議長（石内國雄君） １番羽鳥光博議員。 

              〔１番 羽鳥光博君発言〕 

◇１番（羽鳥光博君） 時間も１２時近くになってきましたので、そういうことで積極的に区長要望

や道路補修、水路改修等の町単事業にも予算を使っていただいて、予算を組んでいただきたいと思い

ます。 
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 以上で終わりにします。 

                                         

◇議長（石内國雄君） 休憩します。午後２時に再開します。 

   午前１１時５８分休憩 

                                         

   午後２時再開 

◇議長（石内國雄君） 再開します。 

                                         

◇議長（石内國雄君） 次に、２番堀越真由子議員の発言を許します。 

              〔２番 堀越真由子君登壇〕 

◇２番（堀越真由子君） 議席番号２番堀越真由子。一般質問通告書に従い質問をさせていただきま

す。 

 １、小中学校での保護者負担金について。最新（２０２１年）の文部科学省「子供の学習費調査」

において、学校教育費の平均年額が公立小学校では約６万６，０００円、公立中学校では約１３万円

となっている。学用品以外の通学関係費として、小学校ではランドセル代、中学では制服、自転車、

かばん、ジャージ、レインコートなど入学時にそろえなくてはならないものが、いわゆる隠れ教育費

として全体の金額を押し上げている。 

 これらは販売店に支払うため、費用負担が学校側からは見えにくく、決められたものは買わなくて

はならないと考える。保護者の経済的負担は大きいと報道にもある。そこで、学用品以外に係る教育

費について玉村町の現状を問う。 

 １、就学支援金を受給できる世帯の条件・金額は。 

 ２、就学支援金を受けたくても受けられない世帯への町からのサポート体制はどのようになってい

るか。 

 ３、町内中学校夏服を含めた制服・体操服・指定かばん・レインコート・防寒着を一式そろえると

幾らになるか。 

 ４、制服を丈夫で安価なものに変えた学校も出てきているが、玉村町でも取り入れる考えはないか。 

 ５、小中学校ともに学習に必要になる共有の教材を学校の備品として公費で賄う、もしくは卒業生

から寄附を募る考えはないか。また、リユースする制服・体操服を各中学校の空き教室などに保管し、

必要な生徒に提供できないか。 

 ６、小学校の通学時、ランドセルに代わるものを使用してもいいと聞いているが、保護者への周知

はなされているか。 

 ２、玉村町の水害・防災について。玉村町地域防災計画第２節に、防災の基本理念に、防災とは町

民の生命、身体、財産を災害から保護する施策とある。そこで、下記について伺う。 
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 １、災害時、主に水害発生時に住民一人一人の命を守るための具体的な対策と課題は。 

 ２、ハザードマップと避難所、防災倉庫の照らし合わせは進んだか。 

 ３、自分と家族だけでは避難することが困難な要支援者、高齢者、また障害者や乳幼児を抱えた方

への町の支援体制を問う。 

 ４、令和６年４月から介護業でのＢＣＰ（業務継続計画）策定が義務づけられた。町内の事業所の

状況はどのようになっているか。 

 ５、ＮＨＫの調査では、東日本大震災の災害関連死は３，８０２名で、そのうちの８９％が６６歳

以上となっている。高齢者等、避難拠点が必要となる方のために福祉避難所を町内外に整備する考え

はないか。 

 ６、災害廃棄物の仮置場は地区ごとに決められているか。 

 ７、国土交通省は、防災対策、減災対策に加え、復興事前準備の必要性があると示している。玉村

町の現状を問う。 

 以上です。 

◇議長（石内國雄君） 町長。 

              〔町長 石川眞男君登壇〕 

◇町長（石川眞男君） 堀越真由子議員のご質問にお答えいたします。 

 まず初めに、小中学校での保護者負担金について、２点目の就学支援金を受けたくても受けられな

い世帯への町からのサポート体制はどのようになっているかについてお答えします。 

 町民税非課税世帯に対する支援としましては、放課後児童クラブ使用料の半額を減免しており、非

課税かつ独り親世帯の場合は全額が減免され、無料で利用することができます。 

 次に、独り親世帯に対する取組では、西児童館が休館となる土曜日を活用して小学生向けに月２回

から３回の無料学習支援事業を実施しております。今年度も既に５月から始まっており、開始時点で

７名の児童が登録しております。また、母子・父子家庭及び交通遺児修学給付金として、小中学生１人

当たり年額１万５，０００円を進級・進学の時期に合わせて給付しております。なお、町として今後

どのような支援が望ましいのか、研究していきたいと考えています。 

 この２点目のご質問も含め、他の質問については教育長からお答えいたします。 

 次に、玉村町の水害・防災対策についてお答えします。まず、１点目の水害発生時に住民の命を守

るための具体的な対策と課題についてですが、町では令和５年度に地域防災計画を作成したほか、令

和４年度にはハザードマップを改訂しております。ハザードマップには、町内各地区で想定される浸

水の深さや、避難所、防災倉庫の場所を地図に落としただけでなく、各個人の災害への心構えや事前

の備えについても触れております。水害時には警戒レベルに応じた情報発信を町から行うこととして

おりますが、水害に限らず、防災・減災の基本は、町民一人一人が平時から防災意識を持つことだと

考えておりますので、防災意識の啓発や訓練等を今後も積極的に行うことで、町民の安心安全を確保
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してまいりたいと考えております。 

 なお、ハザードマップでは、自助・共助・公助の考え方の紹介のほか、町民一人一人が自分に合っ

た避難行動を考えるための命を守る行動計画や災害時に取るべき行動のタイミングを整理する「マ

イ・タイムライン」作成のページを設けておりますので、ぜひともご活用をいただきたいと考えてお

ります。 

 次に、２点目のハザードマップと避難所、防災倉庫の照らし合わせの進捗についてですが、先ほど

触れましたが、ハザードマップでは水害時に各地区で想定される浸水の深さや避難所、防災倉庫の場

所を地図に落としております。マップのデータを見ると、水害時には災害の規模によっては避難所と

して機能しない場所も出てきてしまうことも考えられます。水害時には、町から警戒レベルに応じた

情報発信を行いますが、住民の皆様におかれましては、平時のうちにハザードマップを使って避難所

の位置や自宅の水害リスク等を確認しておいていただき、自宅が安全な場所であれば２階に避難する

垂直避難や、町の指定する避難所ではなく、安全な場所にある親戚や友人宅に避難することも検討し

ておいていただければと考えております。 

 次に、３点目の自分と家族だけでは避難することが困難な要支援者、高齢者、障害者等への避難支

援体制についてですが、町は地域防災計画において、避難行動要支援者名簿及び個別避難計画に基づ

き、避難行動要支援者を適切に避難誘導し、安否確認等を行うとしております。防災担当部局や福祉

担当部局だけでなく、各地区の区長や民生委員などと連携し、避難行動要支援者に関する情報を把握、

共有し、避難行動要支援者ごとに作成の同意を得て、個別避難計画を作成するよう努めてまいります。

個別避難計画は、災害時にどのような避難行動を取ればよいのかについて、平時のうちから本人、家

族と確認し作成する一人一人の状況に合わせた個別の避難行動計画です。個別避難計画を作成するこ

とにより、避難行動要支援者ごとの災害時の避難方法等について、町以外の関係者も把握することが

でき、災害時の安全の確保につながるものと考えます。 

 次に、４点目の町内の事業所のＢＣＰ（事業継続計画）策定状況についてですが、まず介護業にお

けるＢＣＰの策定につきましては、令和３年度の介護報酬改定により、全ての事業者に有事を想定し

た計画の策定及び訓練が義務化されております。また、令和６年度の介護報酬改定により、ＢＣＰ未

策定の事業所は報酬減算の対象となります。 

 議員ご質問の事業所のＢＣＰ策定の状況についてですが、事業所から当町への報告義務がないこと

から全体の把握はしておりませんが、日頃から感染症や自然災害などの発生に備え、事業継続体制を

構築していただくことは、利用者の安全を確保する観点から大変重要と考えております。当町では、

ＢＣＰ策定の経過措置期間が終了することを踏まえ、昨年の５月と１１月に事務所を対象に防災研修

会を開催し、防災意識向上を図ったところでございます。 

 次に、５点目の福祉避難所を町内外に整備する考えはないかについてですが、現在、地域防災計画

の中で指定されている福祉避難所につきましては、上福島区の老人福祉センターと下新田区の障害者
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福祉センターたんぽぽの２か所が指定されておりますが、水害の規模によっては避難所として使うこ

とができないことも考えられます。 

 福祉避難所につきましては、要配慮者が必要な生活支援や相談等を受けられるように、特別な配慮

を行うことができる施設を指定する必要があります。福祉避難所の要件を確保できる町内社会福祉法

人を調査し、協定を結ぶなどして、新たな福祉避難所の確保を検討してまいります。また、町外避難

所の確保についてですが、近隣市町においても避難所については収容人数が足りておらず、他市町か

らの避難者を受け入れる余裕はないとのことですが、被害状況によっては受入れ可能な場合もあるか

と思いますので、今後も防災担当者間で調整していきます。 

 次に、６点目の災害廃棄物の仮置場は地区ごとに決められているかについてですが、町は災害ごみ

の処理対策として、町有公園を中心に災害廃棄物仮置場を６５か所設定しております。しかし、災害

ごみは災害の種類や規模により発生量、処理対象物が大きく異なると予想されます。大規模災害発生

時は建物等が被災し大量に瓦礫が発生し、仮置場、処理機材、処理従事人員の不足が予想されるため、

平成２０年締結の群馬県災害廃棄物等の処理に関する相互応援に関する協定に基づく群馬県への協力

要請も災害廃棄物対策としております。 

 最後に、７点目の玉村町における復興事前準備の現状についてですが、国では大規模災害が発生し

た場合には、平時を大幅に超えた多大な事務作業が発生したり、被災者の生活再建や地域社会の早期

復興が強く求められたりすることになるため、防災・減災対策と並行して、事前に被災後の復興まち

づくりを考えながら準備しておく復興事前準備の取組を進めておくことが重要であるとしています。 

 玉村町におきましては、地域防災計画にもありますとおり、災害からの復旧・復興につきましては、

住民の意向を尊重しつつ町が主体的に取り組むこととしております。復旧・復興の基本方向や被災者

等の生活再建の支援、被災された事業所等の復興の支援、公共施設等の復旧等を進める中で、災害の

規模によっては激甚災害法の適用や復旧資金の確保といった計画的に復興を進める上で重要な手続に

ついて、県や国との連携体制を適切に築き、可能な限り迅速な復旧・復興を図ってまいります。 

◇議長（石内國雄君） 教育長。 

              〔教育長 鈴木寛史君登壇〕 

◇教育長（鈴木寛史君） 失礼いたします。堀越真由子議員の小中学校での保護者負担金についての

ご質問にお答えいたします。 

 まず、１点目の就学支援金を受給できる世帯の条件、金額についてですが、玉村町では町内在住で

公立小中学校に在籍する児童・生徒の保護者のうち、生活保護を受けている方を要保護者として、ま

た生活保護は受けていないが、これに準ずる程度に経済的に困窮していると教育委員会が認定した方

を準要保護者としてそれぞれ認定し、就学支援金を支給しております。 

 また、認定の目安となる世帯の収入基準は、あくまでも目安として提示しているものですが、家族

構成により、例えば父または母と小学生１人の２人世帯の場合は２５０万円程度、両親と中学生、小
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学生の４人世帯の場合は３９０万円程度などと示しています。これは、国が定める生活保護基準額を

参考にしたものですが、実際の認定に当たっては、源泉徴収票、確定申告書等の世帯収入の分かる書

類等を提出していただき、収入や家族構成等を確認の上、慎重に可否の判断をしております。 

 なお、支給額につきましては、学校種や学年によって異なりますが、今年度につきましては、小学

校１年生では学用品費と新入学用品費を合わせて６万８，６９０円、２年生から６年生までは学用品

費１万３，９００円で、これに校外活動費が加わります。同様に、中学校１年生では８万５，７３０円、

２、３年生では学用品費２万５，０００円で、同様にこれらに校外活動費が加わります。 

 次に、町長からの答弁でもありましたが、２点目の就学支援金を受けたくても受けられない世帯へ

の町からのサポート体制はどうなっているかについてですが、目安として示した収入基準を超える収

入があり、就学支援金の支給対象から外れてしまう方につきましては、具体的な家庭の状況等をお聞

かせいただく中で、例えばリユースの制服等を提供するなどのサポートをさせていただいているとこ

ろでございます。 

 次に、３点目の町内中学校の夏服を含めた制服・体操服・指定かばん・レインコート・防寒着を一

式そろえると幾らになるのかについてですが、これらにつきましては各中学校で指定している物品が

異なりますので、およその金額としてお答えいたします。 

 先ほど堀越議員自らご用意の詳細な資料もいただいてございますが、ご容赦ください。まず、制服

の上下は３万５，０００円から４万円程度ですが、そのほかワイシャツやリボン、ネクタイがそれぞ

れ２，０００円から３，０００円程度、体操服の長袖ジャージ上下が１万円程度、Ｔシャツやハーフ

パンツがそれぞれ２，５００円程度、それに通学かばんが９，０００円程度、防寒用のウインドブレ

ーカーが１万２，０００円程度になります。このほかにもレインコートや上履きや体育館シューズ等

必要になるものがございますので、これらを全てそろえると約８万円程度になろうかと思います。 

 次に、４点目の制服を丈夫で安価なものに変えた学校も出てきているが、玉村町でも取り入れる考

えはないかについてですが、制服や体操服、通学かばん等の学用品につきましては、教育委員会が一

律に定めるものではなく、各学校がそれぞれ慎重に検討しながら指定したり変更したりしていくもの

でございます。 

 特に制服につきましては、価格の問題も大切な要素ではございますが、３年間着用する上での耐久

性はもとより、自校に対する誇りや愛校心の醸成ということの関連も考慮されており、現在の各中学

校の制服にはそれなりの妥当性があると考えております。 

 しかしながら、今後、時代の変化に伴う人々の物事の考え方や、流通する物品の品質の向上等に対

応して、学校が主体となり、生徒、保護者等との十分な協議を重ねながら、制服の変更等を検討課題

に挙げてくる可能性は今後もあると考えます。 

 数年前の一例として、ＬＧＢＴＱの問題が取り上げられたことを契機に、制服変更が各中学校で行

われました。このときには男子がスラックスで女子がスカートというこれまでの制服の在り方自体が
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議論され、現在では、両中学校ともに女子の制服においては、スカートあるいはスラックスを生徒自

身が選択できるようになりました。このように社会問題への対応や生徒や保護者の要望等を鑑みて、

その都度、学校の中で様々な検討が行われてきております。 

 特に、これからの変化の激しい社会をしっかりと生き抜く子供を育てるために、玉村町の学校教育

では、目指す子供像として、「自ら考え判断し、自ら行動できる子供」を掲げております。子供たち

が自らを取り巻く様々な事柄を自分事として考え、判断していくことを大切にしており、校則の見直

しに生徒会が積極的に参画した事例なども出てきていることから、制服に関する動きにつきましても、

各学校における生徒たちの考え方を丁寧に見守っていく必要があるものと考えております。 

 次に、５点目の学習に必要となる共有の教材を学校の備品として公費で賄う、もしくは卒業生から

の寄附を募る考えはないか。また、リユースする制服・体操服を各中学校の空き教室などに保管し、

必要な生徒に提供できないかについてですが、堀越議員も既にご存じのことと存じますが、玉村町で

は平成２９年度より、玉村制服リユースバンク「子どもサポート かけはし」が中心となって、制服

のリユース事業を実施しておりますが、この制服のリユースを教材などその他の物品に拡大してはど

うかというご提案は、一考の価値あるすばらしいアイデアと受け止めさせていただきました。ただし、

各学校の教職員の負担軽減が現在の最大の急務である現状におきましては、リユースする物品の収集

や保管管理、必要な生徒への配布等の業務を誰に担っていただくかなどの問題を一つ一つ解決してい

く必要がございます。しかしながら、多くの子育て世代の家庭にとってプラスになる提案であると思

いますので、各学校及び関係機関等との協議を行いながら研究してまいりたいと考えております。 

 最後に、６点目の小学校のランドセルに代わるものを使用してもいいと聞いているが、保護者への

周知はなされているかについてですが、各小学校からは２月に行われる新入学説明会の際に、このこ

とについて保護者に周知をしております。資料の中にはランドセルの記載がされている学校もあるよ

うですが、児童の安全性や耐久性に問題がないものであるならば、ランドセルでなくてもよいことは

口頭で説明をしております。また、新入学に向けての問合せがあった場合にも、同様に説明している

ところでございます。 

 以上でございます。 

◇議長（石内國雄君） ２番堀越真由子議員。 

              〔２番 堀越真由子君発言〕 

◇２番（堀越真由子君） ただいま就学支援金を受給できる世帯の条件についてお聞きしました。父

または母と子で２５０万円くらいと、両親と中学生、小学生の４人家族で３９０万円くらいからとお

聞きしました。私が調べたところ、年収２５０万円の世帯、手取りになると月１７万円になるとあり

ました。居住費であったり光熱費は１万円、食費が３万円から４万円、日用品などは５，０００円く

らい、急な出費の備えとして２万円を取っておくと、本当に苦しい生活だというふうに聞いています。

また、３００万円世帯、手取りが２０万円くらいになるそうです。夫婦と子供の世帯だと月１万円貯
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金できればいいほうで、節約だけではやりくりがとても苦しいというふうに聞いています。４００万

円世帯は、手取り月に２６万５，０００円、教育費は１万円、貯金は２万６，０００円というふうに

ホームページとかにありました。 

 調べてみると、日本の全世帯の４５％が４００万円未満の年収で生活をされています。２０２４年

５月２７日の報道では、Ｇ７で２番目に悪く、今ではもう日本人の６人に１人が貧困だと言われてい

ます。 

 そのような中で、生徒たちの制服なのですけれども、今教えていただいたところ大体８万円くらい

というふうな答弁だったのですけれども、ちょっと資料として配らせていただきましたものを見てい

ただくと、やはりジャージとかワイシャツなどは、１枚では洗濯して乾かないこともあるので、やは

り２枚ずつ必要ではないかというふうに考えて、保護者はこれを用意しています。どんなにちょっと

苦しくても月に５，０００円くらいしか余裕がなかったとしても、この金額を用意しなければなりま

せん。 

 今、男子だと合計１３万４，４３０円、ちょっとサイズが大きい子になると１４万３，２７０円く

らい、女子だとスラックスだったりベルトだったりリボン、いろいろ入れてしまったので金額が高く

はなっていますが、１０万円はやはり超えてしまうという話を聞いています。ここに防寒着、先ほど

お話がありました１万２，０００円、自転車代３万円から４万円、また部活代とかを考えますと、２０万

円くらいになってしまうというご家庭も少なくありません。 

 制服について南中が変わったばかりだというふうに聞いていて、リユースを望んでいても３年間は

リユースのものが手に入らないといった声も聞かれています。やはり保護者にお話を聞いてみると、

南中だと月曜日しか制服を着ないのだよとか、テストのときと何か行事のときにしか着ないのにもっ

たいないよねみたいなお話があります。 

 この辺なのですけれども、やはり学校がこれを用意してくださいとなってしまうと、親は子供のた

めに大変でも何とかしてそろえてあげたいと思う保護者が多いです。以前伺ったところを制服のリユ

ース、やはり玉中でも欲しいのだけれども、サイズが合わなくてもらえなかったという方がいると聞

いています。そういった方に対しては何か町からの補助だったりとか、そういうものがあったのでし

ょうか。 

◇議長（石内國雄君） 学校教育課長。 

              〔学校教育課長 青木栄二君発言〕 

◇学校教育課長（青木栄二君） お答えします。 

 町からの特別な支給等々はございません。先ほども言ったとおり、町のほうでリユースをしている

「かけはし」というところに在庫があるかどうかを確認するだとか、あるいは先輩で今持っていると

いうものを確認しながらお手伝いをする形のことはできますけれども、お金等々での支援をするとい

う形のことは今現在できてはいないということです。 
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◇議長（石内國雄君） ２番堀越真由子議員。 

              〔２番 堀越真由子君発言〕 

◇２番（堀越真由子君） やはりぎりぎりのところで支援が受けられないというご家庭もあると思い

ます。放課後児童クラブであったりとか、無料の学習支援、本当にそれはありがたいことだと思うの

ですけれども、利用している児童が７人ということで、もっと本当は受けたいけれども、そこに入れ

なかったというお子さんもいると思うのです。公平と平等というのがあると思うのですけれども、や

はり給食費とかは平等に皆さん同じ金額を出しているけれども、やはりお金がある世帯にとっては給

食費が無料になってラッキーだな、でも苦しい家庭にとっては、本当にありがたいとは思うのですけ

れども、もうちょっと支援が欲しいといった声も聞かれています。その辺についてはいかがお考えで

しょうか。 

◇議長（石内國雄君） 学校教育課長。 

              〔学校教育課長 青木栄二君発言〕 

◇学校教育課長（青木栄二君） 給食費につきましては、今回無償という形で出て、全体で平等にと

いうふうに、言われたとおりだと思います。ただ、その分のものが、今現在、使わなくて済む、教材

に回せる金額として負担が減っているということも現実ですので、そういったもので今のところ対応

していただければありがたいなというふうに考えております。 

◇議長（石内國雄君） ２番堀越真由子議員。 

              〔２番 堀越真由子君発言〕 

◇２番（堀越真由子君） ありがとうございます。 

 あと制服についてなのですけれども、先ほど伺った「子どもサポートかけはし」は、玉村町の協働

によるまちづくり提案の事業によるものですか。たしか２９年度に、官民一体になってそういう事業

をしましょうということになったものなのでしょうか。 

◇議長（石内國雄君） 学校教育課長。 

              〔学校教育課長 青木栄二君発言〕 

◇学校教育課長（青木栄二君） 「かけはし」につきましては、玉村町の企画課から出ました町での

提案というところで提案をさせていただいたところであります。そちらの「かけはし」についてのメ

ンバーも役場職員であったり、役場職員を卒業している職員であったりというところで行っているも

のです。 

 今、堀越議員さんがおっしゃったとおり、どのようにすれば、いろいろな家庭にいろいろな物品を

渡したり、そういう負担を減らせるのかということを考えて行われたものでございます。 

◇議長（石内國雄君） ２番堀越真由子議員。 

              〔２番 堀越真由子君発言〕 

◇２番（堀越真由子君） ありがとうございます。 
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 では、この「かけはし」が行っている制服はいつもはどこに置いてあるのでしょうか。 

◇議長（石内國雄君） 学校教育課長。 

              〔学校教育課長 青木栄二君発言〕 

◇学校教育課長（青木栄二君） 「かけはし」のメンバーのご自宅の１部屋を貸してもらって、そこ

で保管をし、必要に応じてそこから配布をするという形になっております。 

◇議長（石内國雄君） ２番堀越真由子議員。 

              〔２番 堀越真由子君発言〕 

◇２番（堀越真由子君） やはり物価高騰であったりとか、お給料が上がってはいるとはいうけれど

も、なかなかこう実感できない。家族でバスタオルを１枚で使っているのだとか、お風呂は追いだき

するのがもったいないから家族続けて入ったり、ちょっと一緒に入ったりとそういう家庭もあるとい

うふうに聞いています。 

 その中でやはりこの制服代であったりとか、子供たちの教育以外にかかるもの、負担金というのが

かなり今保護者たちに重くのしかかっている状態だと思います。 

 制服が南中は変わったばかり、ＬＧＢＴの関係でスラックスがはけるようになったと言って、女児

の生徒は本当に喜んでいたりもするのですけれども、スカートとスラックス両方欲しいというお子さ

んもいたりとか、何かそういうことも聞いていまして、調べたところ、ワークマンですと１，９００円

くらいで、自分で１０段階に長さを調節できる本当に丈夫なスラックスが売っています。それは高校

生とコラボして作ったスラックスで、ウエストは最大４センチまでアジャスターがついて変えられる

という、体育館でスライディングをしても破けないと。今の中学校の制服なのですけれども、やはり

男子生徒などはふざけていたりとか自転車で追っかけっこをして転んでズボンを破ってしまうとか、

そういうことも少なくないというふうにも聞いているのです。３年間使えるというふうにありました

が、やはり月曜日だけであったりとか、何かそういうことを考えるともうちょっと安価なものを併用

して使うことができないかなというふうに考えているのですけれども、その辺はいかがでしょうか。 

◇議長（石内國雄君） 学校教育課長。 

              〔学校教育課長 青木栄二君発言〕 

◇学校教育課長（青木栄二君） お答えします。 

 教育長の答弁にもありましたとおり、制服については各学校が決めて指定したりするものでござい

ます。ただ、制服を決めるに当たっても、今現在、南中学校では、昨年度、答弁にもあったとおり、

校則を変えるということで、子供たち自身がどんなものが必要で、どんなものが必要でないか、これ

から私たち自分自身どう生活していくのかということについて子供自身が考え、提案し実行していく

と、そういったことが行われております。 

 具体的な例としますと、昨年度校則の中で髪形であるとか、服装の着方であるとかというところも

出ております。実際に制服の在り方についても今後出てきてもおかしくない議案であるというふうに
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も考えております。実際にワークマンであるとか、その他安価でいい洋服を売っているところもある

かと思われます。そういったところとコラボレーションをしたらどうかというような子供たちの意見

に基づいて、先生方または保護者、地域、そういったものが一緒に考えて、学校をよりよくしていく

ということが今後の学校の中で必要なことだなということ考えております。各学校もそのように考え

ていると確信しています。 

◇議長（石内國雄君） ２番堀越真由子議員。 

              〔２番 堀越真由子君発言〕 

◇２番（堀越真由子君） 今伺った子供たちの自主性というのは本当にすばらしいことだなと考えま

す。でも、やはりちょっとお金を出すのは保護者であって、子供たちもうちにはお金がないから安い

制服がいいのだということはなかなか言い出しにくいと思うので、学校のほうからこういうものもあ

るのだよというような提案をしていただいたりとか、そういうことも必要になってくるのかなという

ふうに考えます。 

 制服を学校に置けないかというお話なのですけれども、やはり役場に来てありませんかというので

はなくて、ちょっと足りないこともありますので、子供たちがサイズが合わなくなってしまったから

取り替えたいのだとか、そういうふうに気軽にリユース、お金がないからというものではなくて、ち

ょっとサイズが合わなくなってしまったので、誰かと取り替えたいなって、そういう循環というか、

着られなくなったものをただ捨てるのではなく、また新たに誰かが着てくれるというような取組とし

て、各中学の空き教室のようなところに制服を置いて、欲しいという子がいたらそのときだけ先生に

お手数をかけてしまうのですけれども、子供たちに寄り添うようなそんな考えはないでしょうか。 

◇議長（石内國雄君） 学校教育課長。 

              〔学校教育課長 青木栄二君発言〕 

◇学校教育課長（青木栄二君） 非常にいい考えだなということは思います。実際問題、教育長の答

弁にもあったとおり、今現在、学校での一番の課題は、教員の多忙化であります。そういったところ

で、さらに教育委員会からこの業務をしてくださいということをお願いするというのは非常に難しい

と思います。 

 実際、「かけはし」という団体が行っていることにつきましては、その他、今、堀越議員さんがお

っしゃるとおり、同じように考えている保護者の方もいらっしゃるのではないかと思いますし、地域

の方もいらっしゃるのだと思います。そういった力を借りてできれば、本当に地域とともにある学校

という形ですばらしい学校運営ができるのではないかなということを期待しております。 

◇議長（石内國雄君） ２番堀越真由子議員。 

              〔２番 堀越真由子君発言〕 

◇２番（堀越真由子君） 今お話を伺いまして、そのとおりだなと思いました。 

 地域の一員として子供たちとどう関わっていくか、子供たちの成長を見守りたい、そういう思いか
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ら、例えば生徒会の方と地域の方と話し合う機会を設ける、保護者と生徒会のことを話し合うとか、

そういうことを子供たちが受け入れてもらえるような取組というのは学校では難しいですか。 

◇議長（石内國雄君） 学校教育課長。 

              〔学校教育課長 青木栄二君発言〕 

◇学校教育課長（青木栄二君） 学校のほうではそのように今取り組んでいるところだというふうに

自分のほうは認識しているところです。 

 なかなかそれが外から見てそう見えないところがあったとすると、また学校のほうに地域とともに

一緒に活動できる学校になるようにということで、校長のほうには助言をしたいと思っております。 

◇議長（石内國雄君） ２番堀越真由子議員。 

              〔２番 堀越真由子君発言〕 

◇２番（堀越真由子君） では、最後になるのですけれども、ランドセルは、実は年中の１月、２月

にラン活といってもう新作が出て、早めに買ってしまうご家庭も多いです。なので、年中のうちから

ランドセルでなくてもいいですよというようなアナウンスをしていただけたらなということと、あと

入学説明時に保護者からアンケートを取るというか、算数セットであったり鍵盤ハーモニカ、貸出し

希望の方は丸をつけていただいて、クラスにちょっと置いておくとか、子供たちが貸し出すものを管

理するとか、そういうことができないかなというふうにも考えております。ちょっと検討いただけた

らと思います。 

 子供たちが困ったときに相談できる相談ダイヤルみたいなのがあるかと思うのですけれども、それ

が電話番号しか書いてなくて、今保護者が携帯を持っているので子供は電話をかけられない。なので、

学校が貸しているタブレットでＱＲコードを読み込んで、ちょっと支援につなげるとか、そういうこ

とができないかなというふうに考えておりました。県のほうに問合せをしてみましたら、この６月か

ら「つなぐん」というサービスが、サービスというか、子供に対する手助けというか、始まったとい

うふうに聞いています。玉村町でもＱＲコードを読み込めば子供たちが「つなぐん」に連絡できるよ

うな、そういったものができるといいなと思うのですけれども、ＱＲコードが書かれていて、何か相

談事があったらタブレットを使って相談してみてねって、秘密は守ってくれるよというふうなことを

学校から伝えることはできませんか。 

◇議長（石内國雄君） 学校教育課長。 

              〔学校教育課長 青木栄二君発言〕 

◇学校教育課長（青木栄二君） 「つなぐん」につきましても県の事業ですので、そういったものが

恐らく配られ、学校のほうからも周知するようにということが今後出てくるのではないかなと思って

おります。また、校長会のときに「つなぐん」の話についても先述したところでございます。なので、

各校長が実際にどんなものであるのかというものを視察し、それが使えるのかどうか、どのようにそ

の他の教員に伝えたらいいのかということを考えながら、今後利用していく形になるかと思っており
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ます。 

◇議長（石内國雄君） ２番堀越真由子議員。 

              〔２番 堀越真由子君発言〕 

◇２番（堀越真由子君） では、大きな質問の２に移りたいと思います。 

 先ほど町長から答弁がありました。町の防災についての取組、令和５年度に地域防災計画を作成し、

令和４年にハザードマップを改訂したとありました。これは、避難所だけでなく防災倉庫、浸水の深

さなどがあると書いてありました。 

 町民一人一人が備えたり心構えを持ったり、マイ・タイムラインをつくる方法などが書いてあるの

で、このままだと、個人個人で活用してねというふうに聞こえてしまったのですけれども、羽鳥議員

の質問にあったように、町が主体となって住民が逃げるような取組、どうやったら安全に住民が逃げ

られるかというような計画を作成していると思うのですけれども、これはどのように玉村町の町民一

人一人が取り組むようなサポートを町がしていくか、お聞かせ願えますか。 

◇議長（石内國雄君） 環境安全課長。 

              〔環境安全課長 齋藤 博君発言〕 

◇環境安全課長（齋藤 博君） 堀越議員の質問にご回答いたします。 

 町としましても町民の生命、身体、財産を災害から守ることは基本的で重要な施策であります。災

害の発生を防ぐことは不可能でありますので、被害を最小化、人命が失われないことを最重視し、迅

速な回復を図られるよう様々な対策を組み合わせて災害に備える努力をしていきます。ただ、町での

防災施策にも限界がありますので、町民一人一人が防災意識を持つことが最も大切と考えております。 

 実際、災害が起きたときには、町民一人一人が命を守る行動を速やかに取れるよう、地元区と連携

した訓練等を行うなど、ソフト事業も今後積極的に行うことで、地域の安全を守っていきたいと考え

ております。 

 令和５年度につきましては、こちらの防災マップですけれども、こちらの説明を高齢者施設とか区

の自主防災、ふれあいの居場所とか、あと玉村町防災フェアなど１１か所でこちらの説明を行ってお

ります。 

 この中に、確かに初めのところでは、自助、共助、公助とありまして、自らやるような形もありま

す。ただ、マイ・タイムラインをつくろうというのもあると思うのですけれども、その前のページに

命を守る行動計画というのもありまして、町では群馬大学の理工学部の教授であります金井教授と防

災アドバイザーの契約を結んでいまして、金井教授いわく、命を守る行動計画、こちらはもうそうな

ったときにどうするかを考え、マイ・タイムラインよりもっと前段階、そうなったときにどうするか

を家族で考えておくというような形になっておりますので、こちらで災害が起きるからどうしようで

はなく、災害が起きたらどうしようとふだんから考えていてもらうというような形になっております。

ですので、こちらの防災マップのほうもさらに読んでいただきまして、災害に備えていってもらいた
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いと思っているところであります。 

 また、広報６月号、昨日発行したばかりなのですが、そこの６ページにも１ページ使って防災につ

いて考えてもらうページを作っておりますので、よろしくお願いいたします。 

◇議長（石内國雄君） ２番堀越真由子議員。 

              〔２番 堀越真由子君発言〕 

◇２番（堀越真由子君） 丁寧にお答えくださってありがとうございます。 

 町民の防災意識を高めるというのは本当に難しいことかなと思います。自分が住んでいるところは

大丈夫ってみんな思っていると思うのです。先ほど伺った防災倉庫だったりとか避難所なのですけれ

ども、水害というか、水につかってしまうところにあるので、防災倉庫は本当にアンカーで留めると

か、中に入っているものは防水シートで囲まれているから大丈夫というようなお話を聞いたこともあ

るのですけれども、どこかに流れてしまっては使うこともできないし、あとは避難所も水没するとこ

ろにある避難所はもう指定を解除するようにというような通達も国が出していたかと思うのです。や

はり逃げたけれども、水につかってしまった。そうなってしまうと、住民たちも町が指定したから行

ったのにということになりかねないので、やはりそこは最初から指定場所から外すとか、県のほうか

らも盛土をするとか何か対策をするようにというようなお話があったと思うので、その辺を対策しな

いといけないと思うのですけれども、町はいかがお考えでしょうか。 

◇議長（石内國雄君） 環境安全課長。 

              〔環境安全課長 齋藤 博君発言〕 

◇環境安全課長（齋藤 博君） お答えいたします。 

 盛土とか避難所の変更までは今の段階では考えておりません。指定緊急避難所において予想浸水地

域に入っていないのは確かに道の駅玉村宿と社会体育館、南小学校だけだと思います。実際に水害が

起きた場合に、越水とか破堤とか内水もあると思うのですけれども、この防災マップの浸水地域全部

が一遍にそうなるわけではありませんので、安全な場所をこちらで随時確認しまして、安全な避難場

所へと避難誘導をしていくということで対応していきたいと思います。 

◇議長（石内國雄君） ２番堀越真由子議員。 

              〔２番 堀越真由子君発言〕 

◇２番（堀越真由子君） 安全な場所に誘導というお話があったのですけれども、案内は防災無線と

かそういうものでされることを考えていらっしゃいますか。 

◇議長（石内國雄君） 環境安全課長。 

              〔環境安全課長 齋藤 博君発言〕 

◇環境安全課長（齋藤 博君） 現時点で防災無線はありませんので、メルたまと、あとたまボイス

があります。 

 あとは各地区を広報車で回るという形になってしまうのですが、聞こえないとかいろいろあります
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ので、これからまた無線につきましては、ＦＭを使えればいいのかなと思って考えておりますので、

よろしくお願いします。 

◇議長（石内國雄君） ２番堀越真由子議員。 

              〔２番 堀越真由子君発言〕 

◇２番（堀越真由子君） 災害時にはＬＩＮＥが一番強いというふうに今までの被災地の方が言って

いたので、その辺も検討していただけたらと思います。 

 安全なところに逃げるといっても、やはり町外も考えたほうがいいかなと。危なくなってから町外

に逃げるとなると、車で皆さん逃げるので渋滞が起きて逃げられないでそのまま流されてしまうとか、

そういった想定もする必要があると思うのです。歩いて避難する方もいると思うのですけれども、要

介護者となってくると、階段を上り下りできない方が８０％、５０メートル以上歩けない方が６９.

２％というふうに厚生労働省の老健局が発表しています。なので、本当に一人一人の状態とかそうい

うのを自分で、あとは地域の方が把握している必要があるかと思うのですけれども、私がちょっと見

つけたもので、今皆さんに配らせていただいたこの箭田家のヘルプカード、これは真備町というとこ

ろのたくさんの方が亡くなってしまった地域である箭田区というところで作られたヘルプカードです。 

こういうものを使って町民にいざとなったらどういうふうに逃げるかというのを書き込んでもらう、

そういう取組ができたらいいなというふうに思いました。 

 防災士の方にお聞きしたら、もし学校がよければ小学校とかに行って子供たちと作る、あとはふれ

あいの居場所であったりとか、そういうところで皆さんで一緒に作って、避難について考える、そう

いうことがまちづくりにつながっていく。今区長とか民生委員も成り手不足です。消防団員も減って

いるし、地域の力というのが少なくなっているので、やはり発掘をしていく必要があると思うのです。

なので、こういうものを使って、皆さんと町の防災ということを考えていけたらと思うのですけれど

も、その辺いかがお考えでしょうか。 

◇議長（石内國雄君） 環境安全課長。 

              〔環境安全課長 齋藤 博君発言〕 

◇環境安全課長（齋藤 博君） お答えいたします。 

 防災マップにもありますマイ・タイムライン、このヘルプカードも、あとインターネットで調べる

と本当にいろいろなタイムラインが出てきます。その中でどれが一番いいとも言いがたいのですが、

いろいろ検討して、いい形のものを。こちらの玉村町のマイ・タイムラインも令和４年度に作ったば

かりなのですけれども、今後、よりよいものになるように検討していきたいと思います。 

◇議長（石内國雄君） ２番堀越真由子議員。 

              〔２番 堀越真由子君発言〕 

◇２番（堀越真由子君） ちょっと時間が少なくなってしまったのですが、何か大きな災害があった

ときに、たくさん亡くなっているのはやはり弱者と呼ばれる要支援者であったり、高齢者であったり
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障害者であります。やはり誰の命もなくさないということを考えると、本当に今すぐ始めていただき

たいと。町は、助けるのか助けないかというところで動いてほしいと思うのです。もしあしたゲリラ

豪雨が来たら、数日前も大雨が降るというような報道がありました。板倉町、２０２３年５月３０日

の新聞に、水害時は逃げられない方を高台に９，６００人車で避難させるとありました。ユーチュー

ブでどうやったかというのも公開されています。車を止める場所まで町が決めて、やはりみんなで助

かろうと、命を何としてでも守ろうと、そういう取組をしています。玉村町でも、まだ計画を立てて

いるのが４人です。やはり命を守るという点で考えていただきたいというふうに考えます。 

 町長、マイ・タイムラインを作ろう、これは書き込み式かもしれないのですけれども、こういった

箭田家のヘルプカードみたいなものを用意して、例えば体育祭のときであったりとか、いろいろな機

会のときに皆さんに周知して防災の意識を高めてもらうと、そういったような考えはないでしょうか。 

◇議長（石内國雄君） 町長。 

              〔町長 石川眞男君発言〕 

◇町長（石川眞男君） これ見させていただきました。非常に気候変動の中で何が起こるか、どんな

災害がいつどこで、そして今最近は、広域化、激甚化、長期化というところもありますので、また頻

発化という中で、町民同士がまず自覚することという意味で、どんな形でその自覚する力を高めてい

くかという、自分事として高めていくかということをつくる一つの手助けになるようなものをやはり

何かつくっていくというのは大事だと思いますので、それとともに近所との一つの関係性を、そんな

深い関係でなくても、挨拶、会ったときに今日は天気がいいですねとかなんとか、そんなくらいでも

いいのだけれども、つながっていくということがいざは非常に大事になりますので、つながるという

こと、それでいざというときの、自分の逃げ場、そしてこの人は、隣の人は、また１軒隣の人はこう

いう家庭状況だよね、体調はこのような感じですよねという中でのつながりも、自助、共助を強めて

いくことは必要だし、またそういうところにこういったものでお互いが自覚できるような、危機管理

を高めていくようなツールというか、そういうものは町でも少し考えていこうと思っています。 

◇議長（石内國雄君） ２番堀越真由子議員。 

              〔２番 堀越真由子君発言〕 

◇２番（堀越真由子君） 前向きな回答ありがとうございます。 

 前回の議会で町に防災担当者を、いつ来ても窓口で町民に対応できるような専門の職員を置くとい

うような答弁をいただいたのですけれども、その辺について町は進んでいるのでしょうか。 

◇議長（石内國雄君） 町長。 

              〔町長 石川眞男君発言〕 

◇町長（石川眞男君） 今、検討しています。 

◇議長（石内國雄君） ２番堀越真由子議員。 

              〔２番 堀越真由子君発言〕 
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◇２番（堀越真由子君） 地域おこし協力隊もこういう策定について特化している方がいらっしゃる

ということなので、玉村町としてもそういう方に来ていただきながら、町の担当者と一緒に町民の安

全を守るというような取組をしていただけたらなというふうに考えております。 

 やはり災害関連死といって、災害では命は助かったけれども、避難所にいるときに命を落とす方が

本当に多いです。３．１１のときはもう３，８００人くらいが亡くなってしまいました。能登でも

１００人を超えたと言っています。やはり避難所で命を落とすということはあってはならないと思う

ので、町が提携している新潟の湯沢町だったりとか、そういう遠くのところとも話合いをしながら、

本当に深刻な方はそちらのほうで体を休めてもらうと、ここの地域だけではなくて、やはり遠くの地

域との連携も考えていったほうがいいと思うのですけれども、その辺はどうお考えでしょうか。 

◇議長（石内國雄君） 環境安全課長。 

              〔環境安全課長 齋藤 博君発言〕 

◇環境安全課長（齋藤 博君） 町以外への避難ということで…… 

              〔「広域というか、もう新潟県であったりとか」の声あり〕 

◇環境安全課長（齋藤 博君） すみません。災害があったときに他県への避難というのも確かに地

域防災計画の中にはあります。こちらにつきましては、実際もう避難する場所がないときに県を通し

て依頼するという形になっております。それは町の職員のほうで県と連絡を取って県同士でちょっと

そこをやってもらうというような形で地域防災計画に中にありますので、それで考えていきたいと思

います。 

◇議長（石内國雄君） ２番堀越真由子議員。 

              〔２番 堀越真由子君発言〕 

◇２番（堀越真由子君） 平時からぜひ連携を取って、命を失わないような取組をお願いしたいと思

います。 

 以上です。 

                                         

◇議長（石内國雄君） 休憩いたします。３時１５分に再開します。 

   午後３時休憩 

                                         

   午後３時１５分再開 

◇議長（石内國雄君） 再開します。 

                                         

◇議長（石内國雄君） 次に、５番小林一幸議員の発言を許します。 

              〔５番 小林一幸君登壇〕 

◇５番（小林一幸君） 議席番号５番小林一幸でございます。議長のお許しをいただきましたので、
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通告書に従い一般質問をさせていただきます。本日最後の一般質問ということで、傍聴にお残りいた

だいた皆様、ありがとうございます。 

 先日また能登で地震が起きたというところ、そして最近本当に自然災害が多くなってきまして、豪

雨ですとか、やはり様々な自然災害というのがたくさん起きているというような現状もあります。先

ほど堀越議員もおっしゃっていましたけれども、平時の備えをどこまでしていくかというところにな

るかと思います。そういったものをしっかりと町民の皆様と一緒に考えて、町としても取り組んでい

ただきたいと思いますし、本日の私の一般質問につきましても町民の皆様のご意見をいただきまして、

町と一緒にいろいろな形で取り組んでいけたらいいのかなというふうに思っておりますので、よろし

くお願いいたします。 

 それでは、通告書に従い一般質問をさせていただきます。 

 まず、１番です。行政窓口での対応について。行政サービスの中で窓口や電話対応など住民などへ

の対応については、日常業務の中で重要な業務であると考えております。役場庁舎を含め行政窓口等

での対応についてお伺いをいたします。 

 １番です。行政サービスの一つとして、住民などへの窓口対応が大切だと考えておりますが、町と

しての方針はどのように考えているのかお伺いいたします。 

 ２番、職員に対して接遇や窓口対応についての研修を行っているのか。研修の効果については評価

をしているのか。 

 ３番です。来庁者などからの苦情やクレームなどの対応手順についてはどのように行っているのか。 

 ４番、窓口対応などしている職員へハラスメント対策、カスタマーハラスメント等になると思いま

すけれども、こちらについてはマニュアルなどの整備等を行い、フォローアップを行っているのかど

うか、お伺いをいたします。 

 大きな２番目です。公共交通システムの今後についてお伺いいたします。少子高齢化が進み、高齢

者の運転免許返納や運転免許を持っていない方、例えば障害を持たれた方等などの移動手段として公

共交通は大切だと考えております。今までも多くの議員の皆様がご質問してきましたけれども、町と

して公共交通システムの在り方及び今後の公共交通システムについてお伺いをいたします。 

 １番、現在の公共交通システムについて、町としてどのように考えておるのか伺います。 

 ２番、玉村町乗合タクシーたまりんの再編について、町として今後の方向性についてお伺いをいた

します。 

 ３番です。タクシー利用補助券交付事業について、町として今後の方向性についてお伺いをいたし

ます。 

 大きな３番目です。報酬改定に伴う町の対応及び事業所支援体制の整備について。令和６年度にト

リプル改定といいまして、診療報酬の改定、そして介護報酬の改定、障害福祉サービスの報酬改定の

この３つが改定が行われました。それにつきまして町として改定に向けた取組についてお伺いをいた
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します。 

 １番、今回の改定に基づき、保険者として、国保ですと玉村町が保険者になりますので、どのよう

な対応を行っていくのかという部分をお伺いいたします。 

 ２番、改定に伴い、町内の事業所支援、相談窓口などの体制についてどのように考えているのか、

お伺いいたします。 

 ３番です。改定の中で全ての介護サービス事業者に対して、利用者虐待防止対策、ここに身体拘束

の廃止も含まれると思いますけれども、そういった対策を義務化されましたが、町として対策はどの

ように考えているのか、お伺いをいたします。 

 以上３点について、１回目の質問とさせていただきます。 

◇議長（石内國雄君） 町長。 

              〔町長 石川眞男君登壇〕 

◇町長（石川眞男君） 小林一幸議員のご質問にお答えいたします。 

 まず初めに、行政窓口での対応についてお答えします。まず、１点目の行政サービスの一つとして、

住民などへの窓口対応が大切と考えているが、町としての方針はどのように考えているかについてで

すが、小林議員がおっしゃるように、窓口対応につきましては非常に大切であると認識しております。

役場をご利用いただく皆様に満足した気持ちで帰っていただくことが重要と考えております。 

 次に、２点目の職員に対して接遇や窓口対応についての研修を行っているか。研修の効果について

は評価しているのかについてですが、昨年１２月に入職５年以内の職員を中心に窓口接遇・クレーム

研修を開催し、外部講師を招いてビジネスマナーの基本及びクレーム対応などを中心にグループ討議

も交えて研修を実施いたしました。研修の効果について、実際にどのくらいの効果があったのかはか

ることはできませんが、それぞれの職員が日頃の業務に役立てているものと思います。 

 次に、３点目の来庁者などから苦情やクレームなどの対応手順についてはどのように行っているか

についてですが、来庁者などからの苦情やクレームは、様々な状況や原因の下に発生するものと想定

されます。基本的な対応手順としましては、まずは話を聞き、状況を確認し、丁寧な説明を行うこと

が非常に重要であると考えております。 

 最後に、４点目の窓口対応などをしている職員へのハラスメント対策については、マニュアルなど

整備等を行い、フォローアップを行っているのかについてですが、全国的に見ましても企業や自治体

の職員に対するカスタマーハラスメントが問題になっている中、町におきましても接遇マニュアルに

基づき対応しているところでございます。当町の職員におきましても日頃から親切丁寧な窓口対応に

当たっておりますが、苦情やクレームに対応する機会が多い窓口対応の職員には、その際の対応方法

や周りの職員のケアが重要と認識しております。 

 今年の２月にはメンタルヘルス研修を実施し、セルフケア、ラインケアの内容に加え、相談窓口を

周知しました。また、研修資料は公開羅針盤の掲示板において掲載し、研修に参加できなかった職員



－124－ 

にも、周知を図ったところでございます。今年度におきましてもハラスメントに関する研修を予定し

ており、引き続き働きやすい職場環境づくりに努めてまいります。 

 次に、公共交通システムの今後についてお答えいたします。まず、１点目の現在の公共交通システ

ムについて、町としてどのように考えているのかについてですが、令和５年度に実施したアンケート

調査や人流データの調査により、現行のたまりんや路線バスについては、住民ニーズを満足させるこ

とはできていないと評価しています。また、通学時間帯の公共交通が脆弱であることも判明していま

す。以上の評価を踏まえて、令和５年１１月に玉村町公共交通再編基本設計を策定しており、令和６年

度ではその基本設計をより具体的にした施策を展開していく予定です。 

 次に、２点目の玉村町乗合タクシーたまりんの再編について、町としての今後の方向性についてで

すが、さきに述べた基本設計で、たまりんはデマンド運行へと転換することが策定されています。そ

の実施に向けて昨年度から多くのステークホルダーと協議を重ねてきました。基本設計を具体的な運

行方式へとブラッシュアップしていく過程は困難なものであり、町の思いどおりにいかない部分も生

じましたが、５月末日に行われた玉村町地域公共交通会議において、区域運行と呼ばれるデマンド運

行の運行方法と現行たまりんの廃止の調整をすることができました。新しい運行方法は、非固定ダイ

ヤ自由経路ミーティングポイント型であり、町内に１９０か所、町外への乗り入れは伊勢崎市民病院

の１か所になりますが、乗降ポイントを設置し、予約に応じて乗り合いで運行するもので、運行時間

は９時から１６時を予定しています。現行のたまりんよりも運行時間が短くなったり、高崎市への乗

り入れができなくなったりということもありますが、十分に住民ニーズに応えられるものであると考

えています。 

 ただし、新しくデマンド運行を実施しただけで公共交通施策が完了するとは考えておらず、運行後

も利便性をよくし、持続可能なものとなるよう検討していきたいと思います。 

 最後に、３点目のタクシー利用補助券交付事業について、町としての今後の方向性についてですが、

昨年度に実施したタクシー利用補助券利用者へのアンケートの結果から、タクシーが呼んでも来ない

といった声が多くありました。また、タクシー利用補助券も年間で５万枚以上配布していますが、利

用枚数は２万枚に満たないこと、申請して１枚以上利用した方は５７％しかいないことも課題として

挙げられます。 

 タクシー会社が増車できるかを運行会社や群馬運輸支局に確認をしましたが、玉村町を含む中毛・

西毛地域が法律で準特定地域と定められているため、法令上増車することができないこと、運送業界

全体で運転手が不足していることから、増車することは不可能であることが確認できています。 

 タクシー利用補助券の申請者は毎年増えていますが、先ほど申し上げました問題もあり、制度とし

て課題があると考えています。デマンド乗合タクシーが運行することで、移動が容易になることも見

込めるため、デマンド運行が軌道に乗り次第、タクシー利用補助券の制度も課題を解決する変更をし

ていきたいと考えています。 
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 次に、報酬改定に伴う町の対応及び事業所支援体制の整備についてのご質問にお答えします。まず、

１点目の今回の改定に基づく保険者としての町の対応についてですが、令和６年度の報酬改定では、

人口構造や社会経済状況の変化を踏まえ、介護分野では地域包括ケアシステムの推進、自立支援、重

度化防止への対応、働きやすい職場づくり、介護制度の持続性の確保を、障害福祉分野では、施設か

らの地域移行、強度行動障害を有する障害者の受入れ強化の視点で改定が行われました。 

 町としては、今後さらに増大が予測される介護サービス需要に適切に対応していくため、事業者と

の連携を密にし、報酬改定の趣旨を踏まえ、第９期玉村町介護保険事業計画及び第６次玉村町障害者

福祉計画・第７期玉村町障害福祉計画・第３期玉村町障害児福祉計画に示した施策を着実に実行して

まいります。 

 次に、２点目の報酬改定に伴う相談窓口体制についてですが、事業所においては報酬改定に伴い体

制づくり等で事務作業が増えていると思います。混乱が生じないよう、国や県から示される情報を速

やかに提供していくとともに、今後予定している当町が所管している事業所を集めての説明会や事業

所に出向いての点検指導を通じ、事業者と積極的に接点を持ち、良好で相談しやすい関係づくりに努

めてまいります。 

 最後に、３点目の利用者虐待防止対策の義務化に対する町の対策についてですが、今回の改定によ

り、事業者には、虐待防止措置として、指針の整備、委員会の設置、研修会の実施、担当者の設置が

義務化されました。また、未実施の事業所は報酬減算の対象となります。当町としても人権擁護、虐

待防止の観点から事業者に対し対策を講じていただけるようお願いをしてまいりたいと考えておりま

す。 

◇議長（石内國雄君） ５番小林一幸議員。 

              〔５番 小林一幸君発言〕 

◇５番（小林一幸君） 第２質問からは自席より行わせていただきます。 

 まず、行政窓口での対応というところで、まず１番の町としての方針、今、町長からお話をいただ

きましたけれども、役場をご利用いただく皆様に満足した気持ちで帰っていただくこと、この満足し

た気持ちで帰っていただくというのは、例えばどのようなことを心がけて満足して帰っていただくと

おっしゃっているのか、その辺についてちょっとお伺いします。 

◇議長（石内國雄君） 総務課長。 

              〔総務課長 齋藤善彦君発言〕 

◇総務課長（齋藤善彦君） 役場の窓口に来庁された方が最終的に窓口に来てよかった、相談なりい

ろいろな話をしてよかったというふうに感じてお帰りいただけることだと考えております。 

◇議長（石内國雄君） ５番小林一幸議員。 

              〔５番 小林一幸君発言〕 

◇５番（小林一幸君） その辺の尺度って難しいところがあって、こちら側からしっかりと説明をし
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て、では満足しているかなというところの尺度というのはなかなか難しいところもあると思いますけ

れども、例えば最後帰るときに、役場に来て対応はどうでしたかみたいなアンケートとかそういうの

を取るお気持ちというのはありますか。 

◇議長（石内國雄君） 総務課長。 

              〔総務課長 齋藤善彦君発言〕 

◇総務課長（齋藤善彦君） 今のところはそのようなアンケートを取るような予定のほうは、現在考

えてはおりません。 

◇議長（石内國雄君） ５番小林一幸議員。 

              〔５番 小林一幸君発言〕 

◇５番（小林一幸君） なかなかその場では言えないので、もし帰りにどうでしたかというアンケー

トなんかが記せるといいかなとは思いますので、そういったものも行く行くはご検討いただければな

というふうに思います。 

 そうすることで、なかなか言葉というのも難しいでしょうし、自分たちはいいかなと思いながら接

していても、相手がどう思っているかってやはり難しいところもあると思うので、そういったのを直

接は言えないので、例えばアンケートとか帰りにどうだったかみたいなのをちょっと入れてもらうと

いうのも一つ、窓口の対応について、逆に言えばそこで、本当にとてもよい対応をしてもらいました

というのは、すてきなお言葉というのは、それはまた職員に返すことによって、それでまた仕事の相

乗効果が生まれてくるという部分もあると思うので、そういった部分をぜひちょっとご検討いただけ

ればと思います。 

 あと、結構１つの窓口では終わらない人もいると思うのです。例えば高齢者の方、障害者の方など

の動きづらい方が、例えば住民課の窓口に行きました。でも、これは税務課ですから税務課に行って

ください、税務課に行きました。これは健康福祉課ですから健康福祉課に行ってくださいと、窓口を

回ることがなかなか大変な方、そういった方々のために、以前もちょっと言っていたと思うのですけ

れども、総合相談窓口ではないのですけれども、窓口に来て、そこでその方が動かなくても職員がそ

の場に行って対応するというような、そういった対応方法というのもあるのではないのかなというの

で前にもお話ししたことがあるのですけれども、今そのような形で対応しているケースというのはあ

りますか。 

◇議長（石内國雄君） 総務課長。 

              〔総務課長 齋藤善彦君発言〕 

◇総務課長（齋藤善彦君） 現在、そのような総合窓口みたいなものは設置をしておりませんが、窓

口に来られた方の状況を見ながら動くことが困難な場合に関しましては、特に１階は各課連携しなが

ら、その窓口へ行かずに職員のほうが逆に出向いて対応等をしております。 

◇議長（石内國雄君） ５番小林一幸議員。 
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              〔５番 小林一幸君発言〕 

◇５番（小林一幸君） そういった形で対応していただくことで、そんなに動かなくてもいいですし、

そこで手続がうまくスムーズに済めば、本当に町民の方も安心してサービスを受けられると思います

ので、その辺についてはお願いいたします。 

 続きまして、２番です。接遇や窓口対応についての研修です。研修を、これは入職５年以内の職員

を中心に研修を行っているということでございますけれども、では５年を超える職員に対しての研修、

窓口に出なくても、窓口の状況を見て、例えばその上の方々がフォローに回るというときも、やはり

こういった窓口とかの研修等を受けたほうがいいと思うのですけれども、その辺についていかがでし

ょうか。 

◇議長（石内國雄君） 総務課長。 

              〔総務課長 齋藤善彦君発言〕 

◇総務課長（齋藤善彦君） 昨年実施しました窓口接遇・クレーム対応研修につきましては、最近ち

ょっとそちらの研修、コロナの関係等もありましてなかなか行えなかったもので、取りあえず入職し

て５年以内の方を対象に昨年度は実施をいたしました。また、今後につきましては、もっと上の入職

の方も対象に研修のほうは行ってまいりたいとは考えております。 

◇議長（石内國雄君） ５番小林一幸議員。 

              〔５番 小林一幸君発言〕 

◇５番（小林一幸君） 特に人と接する場所というのは、やはり定期的な研修が必要だと思いますし、

先ほども言いましたように研修も必要ですし、そういった方々が対応している状況も踏まえながら、

上司のフォローというか、そういった体制というのも必要だと思いますので、ぜひ研修については継

続をしていただきたいというふうに思います。 

 あと、研修の中でグループ討議もあったというようなお話ありましたけれども、例えばクレームと

か苦情までにはいかなかったけれども、これはちょっと一歩間違えたらもしかしたらクレームか苦情

になってしまうのではないのかなというような、いわゆるヒヤリハット的な事例を、例えば窓口で今

回こういうふうに対応したけれども、これはちょっとどうだったのだろうという部分、ヒヤリハット

事例を基に研修を行うとか、そういうこともいろいろな業界の中でやっているようでございますので、

そういった部分というのは、窓口でいろいろなお話を受けられた方って多分いると思うのですけれど

も、そういった方々からそういう事例を挙げてもらって、そういったときにどうしたらよかったのか

とか、そういったような研修なんかをちょっと入れていただければと思うのですが、そういったこと

についてそのグループ討議の中で話をされているのか、もし話をされていなければそういうのをうま

く使っていただいて、やっていただければと思うのですが、いかがでしょうか。 

◇議長（石内國雄君） 総務課長。 

              〔総務課長 齋藤善彦君発言〕 
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◇総務課長（齋藤善彦君） 研修内容につきましては、またその辺も参考にさせていただきながら、

よりよい研修となるように研究してまいりたいと考えております。 

◇議長（石内國雄君） ５番小林一幸議員。 

              〔５番 小林一幸君発言〕 

◇５番（小林一幸君） ありがとうございます。 

 そういった形でいろいろな形で対応していただくというところ、一つ一つそういうところから潰し

ていくというか、できれば問題をなくしていくというところは大切かなというふうに思っております。 

 次、３番目です。来庁者からの苦情やクレームなどの対応手順についてどのように行っているのか

ということで、まず話を聞いて状況を確認して、丁寧な説明を行うことが重要であるということでご

ざいます。そういったものというのは、例えば接遇マニュアルはあるとあったのですけれども、そう

いった苦情やクレームのマニュアルみたいなものは今用意をしていて、もし用意をしているのであれ

ば、それは職員には周知をされているのでしょうか。 

◇議長（石内國雄君） 総務課長。 

              〔総務課長 齋藤善彦君発言〕 

◇総務課長（齋藤善彦君） 現在、玉村町接遇マニュアルというものがあります。こちらの中に、当

然窓口での挨拶、言葉遣い、あとは身だしなみ等々ある中で、苦情対応ということでこちらのほうも

マニュアルにしてあります。こちらにつきましては、今職員が誰でも見られるような状態にはしてお

りますので、その辺も参考にしながら対応しているところだと考えております。 

◇議長（石内國雄君） ５番小林一幸議員。 

              〔５番 小林一幸君発言〕 

◇５番（小林一幸君） 皆さんが見られて、その流れが分かって、もし何か自分の前で起きたときに

どうしたらいいかという部分が、その中である程度の部分の方向性が出ていて、それをどういうふう

に対処していくかという部分が書いてあるということでございますので、それはぜひ有効に使ってい

ただければと思います。 

 ４番目です。窓口対応をしている職員のハラスメント対策、マニュアルなどの整備ということでフ

ォローアップで、先ほど課長からもお話ありましたように、玉村町の接遇マニュアルをつくっている

というところでございます。そういったところで、今本当にいろんな問題があって、カスタマーハラ

スメントとか、いろいろなやはり問題があってというところもあると思いますので、そういったとこ

ろをしっかりとマニュアル化して、またそのフォロー体制をしっかりつくらなければいけないという

ところにあると思うのです。 

 やはりハラスメント問題というところでいきますと、メンタルな部分というのがとても大変な部分

で、今日は私声を抑えていますけれども、いつも大きな声だって言われるのですけれども、大きな声

で言われると怒っているように聞こえるとか、いろいろな状況があると思うのですけれども、そうい
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ったメンタルヘルスの研修についても今年行ったというようなことでございますので、そういったと

ころでのスタッフのフォロー体制というのもできてきているのかなというふうに思います。 

 相談窓口を周知したというところでございますけれども、相談窓口というのはどちらにどういう形

で設置されたのか教えてください。 

◇議長（石内國雄君） 総務課長。 

              〔総務課長 齋藤善彦君発言〕 

◇総務課長（齋藤善彦君） 現在、ハラスメントに対します相談窓口といたしましては、総務課の職

員係のほうで対応しております。ただ、議員がおっしゃる、今特に問題になっておりますカスタマー

ハラスメント、こちらにつきましては、本当に最近になって話題になっておりまして、いろいろ調べ

てみますと、各企業、自治体のほうもいろいろ苦慮しながら、今考えているところだということでも

ありますし、現在、町ではそのカスハラに対しまして、特にまだマニュアル等も作成のほうはしてお

りませんけれども、今後、周りの状況等もいろいろ参考にさせていただきながら、作成に向けて研究

のほうはしていきたいと思います。 

 そこで、何がやはり一番大切かというとやはりハラスメント、今までですとこれもハラスメントで

ありますパワハラですとか、いろいろありますけれども、ほぼ職員同士といいますか、その中でのと

いうものが主だったと思います。また、外部からのカスタマーハラスメントで、特に重要なのは職員

のケアというようなことも十分出ておりましたので、その辺もよく考えながら研究してまいりたいと

は考えております。 

◇議長（石内國雄君） ５番小林一幸議員。 

              〔５番 小林一幸君発言〕 

◇５番（小林一幸君） 本当にハラスメント、中で起きるだけではなくて外からということ、窓口と

いっても来庁者だけではなくて電話もあるでしょうし、やはり様々なところで起きると思います。 

 今、課長のおっしゃったように、やはりその職員をどう守っていくかというところにはなるかと思

いますので、いわゆる本当に小さなことでも何かあったときにスタッフがしっかりと相談できる体制、

それを一人で悩むことなくしっかりと守っていく、そしてメンタル面をしっかりと保ち続けて、本当

に皆さんご多忙な中、役場内でお仕事されていると思いますので、そこでお休みになってしまったり

するのも大変でしょうから、そういった部分をぜひお守りいただければというふうに思いますので、

よろしくお願いいたします。 

 時間もありませんので、次２番目に行きたいと思います。公共交通システムの今後についてという

ところで、すみません、大きな話題になってしまいましたけれども、この中で公共交通って何だろう

なということをちょっと考えたときに、ちょっと調べましたらば、サラリーマンや学生の通勤通学の

足だけでなく、高齢者の生活や通院の足となるとありました。これは高齢者だけではなくて障害者も

含めてだと思うのですけれども、そういうところでの公共交通というところを考えていかなければい
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けないというふうに思っております。 

 令和５年に住民アンケートを取って、今の路線バス、たまりんでは住民ニーズを満足させることは

できないと評価しているというところを踏まえて、あとは通学時間帯の公共交通がちょっと弱いとい

うところです。そういったところのデータも出ているということで先ほどお話がありました。それを

踏まえて、玉村町公共交通再編基本設計というのをつくって、今年度、具体的に施策を展開していこ

うというお話がありました。その具体的な部分について、全部説明するのは大変だと思うのですけれ

ども、まずキーとなるところ、どこを中心にやっていくのか。あとは段階的なものというのもあると

思うのですけれども、その辺についてお話を伺えればと思います。 

◇議長（石内國雄君） 環境安全課長。 

              〔環境安全課長 齋藤 博君発言〕 

◇環境安全課長（齋藤 博君） 小林議員のご質問にご回答いたします。 

 キーとなるところ、昨年の１１月に玉村町公共交通再編基本設計をいたしました。その中で町内た

まりんの４路線の統合とデマンド化と、高崎市、伊勢崎市両直行便もデマンド化、デマンド交通によ

る町外アクセス利便性向上等ということで設計をいたしました。基本設計の中では高崎市、伊勢崎市

もそのまま残すプラス前橋市の南モール付近のところ、下川団地・中央通りという既存のバス停まで

行くという基本設計でありましたが、しかしながら、既存の交通事業者と協議を重ねてきたのですが、

承諾を得られず、話がまとまらず、伊勢崎市の市民病院だけという形で今回１０月１日のスタートを

目指して事業を始める方向になりました。これにつきましては全く諦めたわけではなく、これからも

協議を進めていきたいという考えでいます。 

◇議長（石内國雄君） ５番小林一幸議員。 

              〔５番 小林一幸君発言〕 

◇５番（小林一幸君） 今、お話ありましたように町外の路線ですよね。町外の路線は最初の基本設

計の中では、前橋市方面、高崎市方面、伊勢崎市方面の３つはそのまま何とかデマンド化というか、

残すというような方向であったけれども、結局その折り合いがつかなくて、伊勢崎市のみになってし

まったというような状況ですけれども、今までも通っていたわけだと思うのですけれども、今まで通

っていたのに、それを今度デマンド化することで、もうその地域で受けられなくなった、いわゆるこ

れはステークホルダーのところもあると思うのですけれども、そういったところでそういうのはうち

として入ってもらっては困るというような状況になぜなったのか、その辺について今まではよくてこ

れからはなぜ駄目なのか、その辺についてちょっとお伺いしたいのですが。 

◇議長（石内國雄君） 環境安全課長。 

              〔環境安全課長 齋藤 博君発言〕 

◇環境安全課長（齋藤 博君） お答えいたします。 

 現状のたまりんを始める段階でどのような協議をしたかというのが、資料があまりなくてちょっと
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分からないのですけれども、今回、地域公共交通会議という様々な事業者や陸運、あとは土木、警察、

いろいろな方を交えての会議をしなくてはいけなくなりまして、その過程で高崎市や伊勢崎市、前橋

市の既存交通事業者と協議してきた結果、ちょっと承諾を得られていないという状況になっておりま

す。 

◇議長（石内國雄君） ５番小林一幸議員。 

              〔５番 小林一幸君発言〕 

◇５番（小林一幸君） 公共交通システムの今後というところから２番のたまりんの再編についてと

いうところまで行っていると思うので、たまりんの再編についてのほうも含めてちょっとお伺いをし

た形になりますけれども、当初については資料がないので、当初その路線が通った経緯というのが分

からないと、分からないけれども、今回、再編をするに当たって、もう一回協議の場を設けなければ

ならない、協議の場を設けたら、高崎市方面または前橋市方面については通してもらっては困ると、

そういうような状況だということだと思います。 

◇議長（石内國雄君） 環境安全課長。 

              〔環境安全課長 齋藤 博君発言〕 

◇環境安全課長（齋藤 博君） すみません。申し訳ありませんでした。 

 平成１３年にたまりんが走り始めたときにつきましては、地域公共交通会議というのは不要で、周

りの事業者からの承諾が要りませんでした。平成１８年に法改正がありまして、既存の交通事業者の

了承が必要となりました。なので、協議を重ねてきたということになります。 

◇議長（石内國雄君） ５番小林一幸議員。 

              〔５番 小林一幸君発言〕 

◇５番（小林一幸君） 平成１３年に決めて、平成１８年にその会議を開かなければならないという

ような状況になったというのは今の段階で分かりました。 

 ただ、この路線を今使っている人たちがいるわけです。伊勢崎市を今度残す。でも、高崎市と前橋

市方面については、今回は廃止の方向で行く。でも、ここを使っている人たちというのは、公共交通

として多分使っているのだと思うのですけれども、そういう人たちも利害関係者ではないのかなとち

ょっと思うのですけれども、その辺というのは、今、方向性的にはまだ諦めたわけではないと、また

これからも協議をしていくのだというところだと思いますけれども、その辺の光というのは見えるの

か見えないのか、ちょっとすみません、何と言っていいか分かりませんけれども、お願いします。 

◇議長（石内國雄君） 環境安全課長。 

              〔環境安全課長 齋藤 博君発言〕 

◇環境安全課長（齋藤 博君） お答えします。 

 現時点では見えていません。ですので、この状態でスタートするという形を決断しました。 

 以上です。 
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◇議長（石内國雄君） ５番小林一幸議員。 

              〔５番 小林一幸君発言〕 

◇５番（小林一幸君） さっき町長の答弁の中でも、高崎市内への乗り入れができなくなったりとい

うこともあるが、十分に住民ニーズに応えられたものであると考えていると言っていたのですけれど

も、高崎市方面とか前橋市方面をご利用されている方にちゃんと意見を聞いているのかどうかという

ところだと思います。 

 例えば高崎市方面に乗っている方、例えば高崎高等特別支援学校に通われている生徒さん、公共交

通としてたまりんで学校に行っているということを伺っています。ただ、これが９月で終わりです。

１０月からありませんと言われたときに、その利用していた人たちがどうしたらいいのか。それで、

その親御さんとかいろいろな方からお話を伺いましたけれども、ではたまりんを使うので回数券を買

いに行きましょうと買いに行ったときに、いやもう９月までなのですよということをちらっと言われ

たというふうに、いわゆるそういうところから話を聞くというのはやはり不安だと思うのです。町に

も質問に行ったけれども、まだ決まっていないのでというような感じになってしまって、余計不安に

なってしまったというような現状があると思います。ただ、やはり子供さんがしっかりと公共交通で

学校に行くという、元に戻りますけれども、公共交通とは何かというところがあったと思うのですけ

れども、サラリーマンなり学生の通勤通学の足であるというようなことが書いてあるとすると、その

交通手段をここで一気になくしてしまうというのは、やはりなかなか大変なことなのではないのかな

というふうに思います。 

 親御さんたちも、せっかく通っているのに、それがなくなってしまうということで、では何がある

のって言ったところで、何もありません、今のところはこうですって言われてしまうと、やはり不安

な部分というのはたくさんあるのではないかなというふうに思います。その辺の部分、例えば今利用

している高崎市方面、前橋市も含めてだと思うのですけれども、そういった人たちに対しての説明、

今の段階ではこうなのです。ただ、私たちとしてはこういうふうに、町としてはこういうふうに考え

ているのだよということを説明なり、そういったものをしていくという時間はつくるおつもりありま

すか。 

◇議長（石内國雄君） 環境安全課長。 

              〔環境安全課長 齋藤 博君発言〕 

◇環境安全課長（齋藤 博君） お答えいたします。 

 その時間というものは、今のところ考えていないのですけれども、前橋市のバスにつきましては、

現在、永井運輸がバスを運行しているので増便をしていただけるように依頼はしております。 

 高崎高等特別支援学校さんにつきましては、私たちもそれは分かっておりまして、高崎高等特別支

援学校にも行って話もしてきました。代替案として行き帰りを何らかの方法で通学の足をなくさない

ようにしたいと考えております。 
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◇議長（石内國雄君） ５番小林一幸議員。 

              〔５番 小林一幸君発言〕 

◇５番（小林一幸君） 何らかの方法というのは、町が取り組むということですか、学校が取り組む

ということですか。町が何らかの方法で考えていくという方向でよろしいですか。 

◇議長（石内國雄君） 環境安全課長。 

              〔環境安全課長 齋藤 博君発言〕 

◇環境安全課長（齋藤 博君） お答えいたします。 

 町のほうで考えております。 

◇議長（石内國雄君） ５番小林一幸議員。 

              〔５番 小林一幸君発言〕 

◇５番（小林一幸君） そうしますと、そういったこと、決まったのがもしかしたら近々かもしれな

いのですけれども、ご家族なりはとても不安に思っている部分もあると思うので、やはり早めにちゃ

んとしっかりと説明をして、ご理解をいただくというところです。そういったところも含めて、ご不

安ですよね。今までせっかく通っていたのに、この車がなくなってしまったらどうしよう、役場に相

談に行ったのだけれども、まだ分からないと言われてしまった、どうしよう、回数券買いに行ったら

もう９月末で終わりだと言われた、どうしようって、どんどん、どんどん不安な気持ちになってしま

っているというところは現状だと思います。 

 その不安、公共交通のところで何度も言いますけれども、通学時間帯の公共交通がちょっと厳しい

というような部分もあるとすれば、そこはやはりしっかりと守ってあげるというのが私としては町の

責務ではないかなというふうに思います。それが公共交通なのだと思います。その辺、町長いかがで

しょうか。 

◇議長（石内國雄君） 町長。 

              〔町長 石川眞男君発言〕 

◇町長（石川眞男君） そのように考えています。結局、デマンドという形で来たら、何か特に高崎

市、交通事業者のちょっと理解が得られなかったということなので、町内はこういった形で、伊勢崎

市からは理解が得られて、伊勢崎市民病院までは行けます。そのことによって行けなくなっている人

の話も聞いていますので、そこを今どうやってケアしていこうかというところで、今対応を考えてい

るところです。 

◇議長（石内國雄君） ５番小林一幸議員。 

              〔５番 小林一幸君発言〕 

◇５番（小林一幸君） 町長がいつも言っている「暮らすなら、ここがいい。」ということであると、

やはり玉村町に住んでいてもどこにでも、例えば学校にもちゃんと行ける、通院もできると、そうい

うのがやはり「暮らすなら、ここがいい。」、玉村町で暮らしたいのだというような状況というのは
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あると思うのです。そういったところも含めて公共交通を考えていただきたいと思いますし、確かに

このデマンド化というのは一番大切だと思いますけれども、今使っている人たちがどんな思いでいる

のか、例えばそれが一般の方でなかなか使わない方というのもいると思いますけれども、今現状で使

っている人たちがやはりいらっしゃると思うので、そういう人たちをしっかり守っていただければと

思いますし、サポートしていただければと思いますので、よろしくお願いをいたします。 

 次、３番目に行きます。タクシー利用補助券の交付についてというところで、これはなかなかご利

用者数が少ないという現状があって、５万枚配って２万枚に満たない、申請して１枚以上利用した方

が５７％しかいない。一方、タクシーのほうはタクシーの運転手がいなくて呼んでも来ない。増やそ

うとするけれども、今増やせない状況があるという、もうほぼ八方塞がりのような状況になっている

と思うのですが、今この中で多分中毛地域が法律で準特定地域に定められているということですけれ

ども、たしか準特定地域というのは期限が定められていて、またそこからそのときの交通事情ですと

かそういったものによって指定がまた解除されたりというような形になると思うのですけれども、そ

の辺の準特定地域の期限というのはまだ切れていない、まだそのまま玉村町は準特定地域としてなっ

ているということでよろしいですか。 

◇議長（石内國雄君） 環境安全課長。 

              〔環境安全課長 齋藤 博君発言〕 

◇環境安全課長（齋藤 博君） 群馬運輸支局に確認したところ、まだ準特定地域と定められており

ます。 

◇議長（石内國雄君） ５番小林一幸議員。 

              〔５番 小林一幸君発言〕 

◇５番（小林一幸君） 町民アンケートにもタクシーが呼んでも来ないとかいろいろな現状あります

けれども、逆に一つちょっとこれお伺いしたいのですけれども、タクシー券の利用は１日に１枚、１日

に何枚使ってもいいのですか、１枚なのですか。 

◇議長（石内國雄君） 環境安全課長。 

              〔環境安全課長 齋藤 博君発言〕 

◇環境安全課長（齋藤 博君） 利用区間が町内のみの場合は枚数制限はありません。町外を含む場

合につきましては、１乗車ごとに１人２枚までです。なので、２人で乗れば４枚使えるという形にな

ります。 

  以上です。 

◇議長（石内國雄君） ５番小林一幸議員。 

              〔５番 小林一幸君発言〕 

◇５番（小林一幸君） 町内は何枚使ってもいいと、町外は行くのに２枚使っていいと。ところが、

タクシー会社さんによって３枚くれればいいよと言って、町外に出ているタクシー会社さんがいるら
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しいのです。それで、帰りに車に乗ろうとしたら、もう使えないから現金で払ってくださいと言われ

たという利用者さんが二、三人いて、ちょっと私は聞いているのですけれども、その辺の枚数という

のはどういうふうに確認していますか。 

◇議長（石内國雄君） 環境安全課長。 

              〔環境安全課長 齋藤 博君発言〕 

◇環境安全課長（齋藤 博君） お答えいたします。 

 タクシー会社のほうから利用券とそのとき乗った料金の分が、役場に来て、それを確認しているは

ずなので、ちょっとその件につきましては聞いたこともないし、そのようなことはないと思うのです

けれども、すみません。 

◇議長（石内國雄君） ５番小林一幸議員。 

              〔５番 小林一幸君発言〕 

◇５番（小林一幸君） 高齢者の方ですからそのときに使った枚数が分からなくなったのかは分から

ないですけれども、結構今使っている方はそういう形で使っておられるのだろうと思いますし、使っ

ていない方は使っていないというところもあると思うのですけれども、その辺もちょっと精査してい

ただいて、もし変なところがあればまた確認をしていただければというふうに思います。 

 アンケートでタクシーが来ないとかいろいろな状況もあると思うので、今後も、運転手さんが不足

しているからタクシーもなかなか来ないとは思うのですけれども、そうではなくても増車できないの

に運転手さんもいないから増車ができないというような現状もあると思うので、その辺ももう少し利

用者さん、タクシー、実際、補助券を出している人からもう少しちょっとアンケートで聞いて、使い

勝手についてとか、その辺についてももう少し協議をしていただいて、先ほどのデマンドと含めてち

ょっと協議をしていただいて、もう少し利用者把握なり、せっかくいい制度だとは思いますから、そ

ういったものを使えるようにという形でしていただければと思います。 

 お時間もありません。最後になります。３番目、報酬改定に伴う町の対応というようなところでお

話をさせていただきます。今回のトリプル改定でというところで、いろいろな部分、町としてという

となかなか厳しい部分もあると思いますけれども、いろいろな計画ですよね。介護保険の事業計画等

というところで、その中で事業者と連携を密にしていくというようなところもありましたけれども、

例えば玉村町が保険者であって、玉村町の管轄、所管しているというのが多分地域密着型サービスと

かそういうところだけなのか分からないのですけれども、それ以外のところも玉村町内にはたくさん

の事業所があると思うのです。そういったところに対して、例えばフォローとかそういうことを行う

ことは今まであったのか、それともこれからしていくのか、その辺についてお伺いします。 

◇議長（石内國雄君） 健康福祉課長。 

              〔健康福祉課長 岡田寛子君発言〕 

◇健康福祉課長（岡田寛子君） お答えいたします。 



－136－ 

 今回のトリプル改定というのは、診療報酬は２年に１度、障害と介護が３年に１度ということで、

６年に１度の巡り合わせでトリプル改定と言われているのですけれども、この６年に１度のこの機会

に制度間の調整が行われるために、同時に重要で大規模な改定だと言われています。 

 先ほど町長の答弁にもありましたとおり、町が所管する事業所については町が指導権限があります

ので、そういった情報提供ですとか説明会は、町が責任を持って行っていかなければならないもの、

そして所在地が町にある事業所については、群馬県が指定権者ということで、群馬県が指導をしてい

くということになるわけなのですけれども、だからといって、所在地が町内にある事業所さんの相談

に決して乗らないわけではないというところで、なかなか町が指定している事業所ですと、行き来が

あるので、事業者さんにとっても相談しやすいというような部分があると思うのですけれども、そう

でない事業所さんですと、なかなか町と行き来するようなことがないので、今までもそこを何とかク

リアできないかなということを考えておりまして、昨年度は初めて、防災の関係も絡めてなのですけ

れども、町内の事業所さんに声をかけて、研修会を開きましょうということで開きました。その中で

玉村町介護保険、健康福祉課の職員の顔が分かってとか、あとほかの事業所さん同士で集まる機会も

ないので、そういったところで事業所間の情報交換の場という目的で行ってきたのですけれども、そ

ういったものを引き続き行いながら、町の権限があるなしにかかわらず、相談しやすい関係をつくっ

ていくというところでございます。 

◇議長（石内國雄君） ５番小林一幸議員。 

              〔５番 小林一幸君発言〕 

◇５番（小林一幸君） 本当に玉村町が所管しているところは、確かに玉村町に申請を出したりとか

変更届を出したりとか、いろいろなものを出しに行くので多分顔のつながりはあると思うのですけれ

ども、そうではないところは、結局、県だったら伊勢崎保健福祉事務所に出しに行くとか、そうする

とやはり町との関係というのがなかなか厳しいとは思うのです。ただ、しっかりと、町にある事業所

ですから、基本的には、地域にもよりますけれども、町内の利用者さんのケアをしている事業所だと

思うので、そういったところを集めていただいて研修会なり勉強会なりそういうことをできれば町が

主催としてやっていただければというので、この間はたしか災害の研修をやったりとかしていただい

ていると思うのですけれども、そういうことをしていただきたいのが１点。 

 あと、もう一つ、さっきカスタマーハラスメントのことをちょっといろいろお話ししたのですけれ

ども、以前私が一般質問をした介護事業所で起きたカスタマーハラスメントについては、どこも相談

窓口がないのだと、それはどこに相談したらいいのだという一般質問をさせていただいたときに、当

時の健康福祉課長から介護保険係に相談をしてくださいというお話がありましたけれども、それにつ

いては、いわゆる周知をして何かあれば介護保険係に相談をしてくださいというような形のものの周

知とともに、そういった形の体制でよろしいかの確認をしたいと思うのですが。 

◇議長（石内國雄君） 健康福祉課長。 
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              〔健康福祉課長 岡田寛子君発言〕 

◇健康福祉課長（岡田寛子君） お答えします。 

 先ほどから申し上げているとおりそういった相談しやすい関係を、顔の見えた関係をつくっていく

というところで、そういった事業所さんに言われた苦情をどうしたらいいかというようなところも、

解決はできないかもしれないのですけれども、一緒にどういう方法があるかというのを考えていくこ

とはできますので、ご相談いただければと思っております。 

◇議長（石内國雄君） ５番小林一幸議員。 

              〔５番 小林一幸君発言〕 

◇５番（小林一幸君） 今回の改定で結構事業所も大変な状況、事務作業もすごく大変な状況という

のがあって、御存じだと思いますけれども、やはり人手不足というところがあって、人をどういうふ

うに雇わなければいけないのか、そういう体制というのも大変だと思いますけれども、そういったと

ころでいろいろ悩みがあったりというのはたくさんあると思うのです。そういったことをなかなか相

談できる場所がないので、今お話があったように顔の見える関係をつくっていただいて、しっかりと

事業所をフォローしていただく、いわゆる事業所をフォローしていただくことが町の介護サービス利

用者の下にサービスとして提供されるというふうに思っていますので、それについては引き続きよろ

しくお願いしたいと思います。 

 以上で終わりにしたいと思います。ありがとうございました。 

                      ◇                   

〇散  会 

◇議長（石内國雄君） 以上をもちまして、本日の日程は全て終了いたしました。 

 これにて散会といたします。 

 なお、次の本会議は、１２日水曜日です。午後２時３０分までに議場へご参集ください。 

 ご苦労さまでした。 

   午後４時１２分散会 

 


